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明

代

巡

撫

制

度

の

愛

遷

奥

憲

夫

山

は

じ

め

に

一
巡
撫
侍
郎
か
ら
巡
撫
都
御
史
へ

二
巡
撫
都
御
史
の
職
掌

三

提
督
軍
務
都
御
史

・
参
賛
軍
務
都
御
史
の
職
掌

四
提
督
・
参
賛
と
巡
撫
の
晶
就
任

五

巡

撫

と

襟

兵

お

わ

り

に
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t主

め

じ

園
初
以
来
の
組
制
で
は
な
か
っ
た
明
代
の
巡
撫
は
、
設
置
さ
れ
て
よ
り
後
、

で
、
王
朝
権
力
に
よ
る
地
方
支
配
の
根
幹
と
な
っ
た
。
明
朝
の
支
配
構
造
を
考
察
す
る
震
に
も
、
巡
撫
制
の
饗
遷
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ

(

1

)
 

る
が
、
こ
れ
に
閲
す
る
研
究
は
、
其
の
重
要
性
に
比
べ
、
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
先
騒
的
な
も
の
と
し
て
、
浅
井
虎
夫
氏
の
研
究
が
あ
り
、
特

(

2

)

 

に
成
立
期
に
閲
し
て
は
、
栗
林
宣
夫
氏
の
示
唆
に
富
む
論
考
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
中
央
軍
で
あ
る
京
営
を
中
心
と
し
て
、
明
代
軍
制
の
考
察
を
試
み
て
き
た
が
、
地
方
の
軍
制
に
は
ま
だ
不
明
の
黙
が
多

く
、
こ
の
面
か
ら
巡
撫
を
取
り
上
げ
た
い
。
地
方
の
軍
制
・
軍
事
機
構
の
解
明
に
は
、
軍
士
・
衛
所
の
考
察
が
中
心
と
な
る
が
、
其
の
前
段
階

，
次
第
に
其
の
権
限
を
擦
大
し
、

中
期
以
降、

清
末
に
至
る
ま
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と
し
て
、
指
俸
系
統
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
行
政
と
軍
事
の
雨
機
構
の
接
貼
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
巡
撫
の
検
討
が
重
要
と
な

る
。
陸
容
の
『
薮
園
雑
記
』

・
巻
九
や
、

業
盛
の
『
水
東
日
記
』
・
巻
五
「
総
督
軍
務
」
・
巻
六

「
参
賛
軍
務
」
に
は
、

巡
撫
と
軍
務
の
関
係
に

つ
い
て
簡
略
な
記
述
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
も
参
考
に
し
つ
つ
巡
撫
の
軍
事
的
権
限
が
如
何
に
し
て
獲
得
さ
れ
、
擦
大
さ
れ
た
の

か
を
具
佳
的
に
考
察
し
た
い
。
な
お
、
巡
撫
に
は
、
各
部
の
向
書

・
侍
郎
・
都
御
史

・
大
理
寺
卿
等
が
任
ぜ
ら
れ
た
が
、
本
稿
で
は
主
に
都
御

史
と
侍
郎
の
巡
撫
に
就
い
て
論
ず
る
。
叉
、
都
御
史
に
は
、
正
二
品
の
左
右
都
御
史
・
正
三
品
の
左
右
副
都
御
史

・
正
四
品
の
左
右
愈
都
御
史

が
あ
る
が
、
必
要
な
場
合
を
除
き
、
全
て
都
御
史
と
表
記
す
る
。

巡
撫
侍
郎
か
ら
巡
撫
都
御
史
へ

栗
林
氏
に
よ
れ
ば
、
常
駐
の
地
方
長
官
と
し
て
の
巡
撫
制
は
、
宣
徳
五
年
、
六
部
の
侍
郎
六
人
が
雨
京

・
山
東
・
山
西
・
河
南

・
江
西
・
漸
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江

・
湖
底
に
汲
遣
さ
れ
た
の
に
始
ま
り
、
其
の
後
、
次
第
に
北
迭
に
も
設
置
さ
れ
、
正
統

・
景
泰
の
聞
に
定
制
と
な
っ
た
と
い
う
。
氏
は
、
主

に
巡
撫
制
の
起
源
を
考
察
さ
れ
た
が
、
氏
も
指
摘
さ
れ
た
如
く
、

巡
撫
の
名
稽
は
、
本
来
官
職
で
は
な
く
、
任
務
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
巡
撫
制
の
考
察
に
は
、
其
の
職
務
の
内
容
と
権
限
、
地
域
や
官
職
の
相
違
に
よ
る
差
異
の
有
無
等
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
先

ず
、
定
制
化
の
鴨
矢
と
な
っ
た
巡
撫
侍
郎
の
職
務
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
其
の
震
に
、

正
統

・
景
泰
朝
に
配
置
さ
れ
た

南
北
直

隷
・
河
南
山
西
・
江
西
・
康
東

・
贋
西
・
鳳
陽

・
雲
南
・
宣
府

・
一
幅
建
の
巡
撫
侍
郎
に

つ
い
て
、
明
貫
録
か
ら
、
其
の
上
奏

・
下
達
命
令

・
行

一
O
二
例
あ
っ
た
が
、
分
類
す
る
と
以
下
の
如
く
な
っ
た
。
①
税
糧
の
徴

牧
や
運
稔

・
倉
厳
の
管
理
に
属
す
る
も
の
一
一
一
例
、
②
皐
筈
・
水
災

・
煙
害
等
へ
の
針
策
や
餓
民
の
賑
済
二
ハ
例
、

③
堤
堰
の
修
築
や
豪
民
に

動
に
関
す
る
記
事
を
蒐
集
し
、
表
化
し
て
検
討
し
た
。
其
の
結
果
、

よ
る
田
土
の
不
法
占
接
等
に
劃
す
る
虚
置
五
例
、

④
巡
検
司
や
盟
課
司
の
新
設
等
の
、
行
政
上
の
措
置
六
例
、
⑤
妖
人
の
逮
捕
等
の
、
治
安
維

持
に
闘
る
も
の
七
例
、
⑤
地
方
官
の
弾
劾
や
推
翠
二
八
例
、
⑦
軍
鶴
の
羅
買
や
運
迭
、
或
は
軍
士
の
俸
糧
等
の
、
軍
の
後
方
維
持

・
管
理
に
属

す
る
も
の

一
五
例
、
③
其
の
他
四
例
で
あ
る
。
①
J
③
を
財
務

・
民
政
と
し
て
括
る
と
、
全
睦
の
四
一
%
と
な
り
、
こ
れ
に
地
方
官
の
監
察
二



七
%
と
、
軍
務
の
一
五
%
を
加
え
た
も
の
が
、
巡
撫
侍
郎
の
主
た
る
職
務
と
み
て
よ
い
。
唯
だ
、
軍
務
の
中
に
作
戦
・
用
丘
一
に
関
す
る
例
は
な

く
、
全
て
軍
糧
を
中
心
と
し
た
軍
の
維
持
や
管
理
に
属
す
る
内
容
で
あ
る
。
地
域
や
六
部
の
別
に
よ
る
差
遣
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

巡
撫
の
配
置
数
を
み
る
と
、
正
統
朝
に
入
っ
て
、
宣
徳
以
来
の
各
慮
に
加
え
、
遼
東
・
宣
府
大
同

・
一
繭
建
・
雲
南
・
貴
州
な
ど
南
北
の
漫
境

地
帯
に
も
涯
遣
さ
れ
た
が
、
と
り
わ
け
正
統
一
四
年
八
月
の
土
木
の
蟹
の
後
、
急
激
に
増
加
し
た
。
つ
ま
り
員
定
・
保
定
・
河
開
・
永
卒
・
順

天
・
四
川
・
雨
慶
・
鳳
陽
・
准
安
揚
州
鹿
州
三
府
弁
徐
和
二
州
に
新
設
さ
れ
た
外
、
景
泰
二
年
に
は
、
宣
府
と
大
同
が
分
離
し
、
各
々
巡
撫
が

設
置
さ
れ
た
。
更
に
天
順
二
年
、
新
た
に
延
緩
・
寧
夏
・
甘
粛
に
設
け
ら
れ
、
同
六
年
に
は
、
雨
贋
が
慶
東
・
贋
西
に
分
離
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

北
迭
と
西
南
進
一
帯
に
、
数
珠
玉
を
連
ね
る
如
く
配
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
、
余
・
副
都
御
史
が
巡
撫
と
な
る
傾
向
が
、
非
常
に
強

ま
っ
た
。
例
え
ば
、
定
制
化
の
鴨
矢
と
な
っ
た
、
宣
徳
五
年
派
遣
の
六
波
撫
侍
郎
に
つ
い
て
み
る
と
、
正
統
一
四
年
八
月
の
土
木
の
繁
か
ら
同

年
の
末
迄
に
、
北
直
隷
・
山
東
・
河
南
・
新
江
、
景
泰
元
年
に
湖
慶
、
同
二
年
に
江
西
、
同
三
年
に
山
西
、
同
六
年
に
南
直
毅
と
悉
く
都
御
史

に
代
っ
た
。
其
の
後
増
涙
さ
れ
た
巡
撫
も
、
任
命
時
に
都
御
史
と
な
る
場
合
が
多
く
、
景
泰
末
、迄
に
巡
撫
の
大
部
分
が
都
御
史
に
な
っ
た
。
何

故
に
か
か
る
愛
化
が
起
っ
た
の
か
。
既
に
栗
林
氏
が
、
明
貫
録
・
景
泰
四
年
九
月
笑
未
の
候
の
記
事
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
侠
西

布
政
使
許
査
が
上
奏
し
て
、
各
部
の
侍
郎
は
都
察
院
系
統
の
巡
按
御
史
と
統
属
関
係
が
無
い
の
で
、
巡
撫
の
任
務
遂
行
に
不
便
で
あ
る
と
し
、

(
3〉

都
御
史
の
波
遣
を
も
と
め
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
。
巡
按
御
史
に
つ
い
て
、
小
川
向
氏
の
論
考
が
あ
り
、
雨
者
の
関
係
に
も
論
及
さ

れ
た
が
、
雨
者
に
は
事
寅
上
統
属
関
係
は
な
く
、
明
末
に
至
る
迄
、
封
立
は
激
化
の
一
途
を
辿
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
巡
撫
都
御
史
が
、
完

全
に
常
駐
の
地
方
長
官
と
化
し
た
明
代
中
期
以
降
と
、
成
立
期
の
正
統
・
景
泰
朝
と
で
は
事
情
は
梢
異
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
頃
、
巡
撫

〈

4
)

以
外
に
も
、
種
々
の
任
務
を
帯
び
た
都
御
史
が
各
地
に
波
蓮
さ
れ
て
い
た
が
、
地
方
と
中
央
の
都
察
院
と
の
互
換
は
非
常
に
頻
繁
で
あ
っ
た
。
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寧
夏
・
甘
粛
の
参
賛
軍
務
都
御
史
や
快
西
の
鎮
守
都
御
史
は
、

一
年
交
替
で
あ
り
、
雲
南
は
二
年
毎
に
、
二
人
の
都
御
史
が
輪
番
で
赴
任
し
た
。

こ
の
様
な
朕
況
下
で
は
、
都
察
院
に
於
け
る
都
御
史
と
御
史
の
関
係
が
、
出
巡
地
で
も
あ
る
程
度
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
統
一

243 

四
年
六
月
、
一
帝
一
は
、
地
方
官
の
軍
民
に
劃
す
る
侵
漁
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
巡
按
御
史
に
つ
い
て
は
、
都
御
史
に
よ
る
糾
察
・
寧
聞
を
聴
す
と
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(

5

)

(

6

)

 

の
詔
を
渡
し
て
お
り
、
更
に
、
景
泰
四
年
に
は
、

巡
撫
湖
底
風
右
都
御
史
李
賓
が
、
御
史
四
人
を
統
率
し
て
い
た
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
統
・

景
泰
朝
で
は
、
都
御
史
は
事
買
上
巡
按
御
史
を
統
制
で
き
た
と
み
ら
れ
、
こ
れ
が
巡
撫
都
御
史
増
加
の
一
要
因
だ
?
た
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま

(
7
)
 

工
科
給
事
中
徐
廷
章
ら
が
指
摘
し
た
如
く
、
景
泰
末
に
は
、
各
地
に
汲
遣
さ
れ
た
都
御
史
が
二

O
J三
O
人
に
達
し
た
。

ぃ
。
其
の
結
果
、

巡
撫
の
増
設
に
は
種
々
の
反
封
も
あ
っ
た
が
、
代
表
的
な
の
は
、
三
司
の
上
に
巡
撫
を
紫
註
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
人
民
を
擾
害
す
る
だ
け

(
8
)
 

だ
と
の
主
張
で
あ
っ
た
。
首
時
「
非
巡
撫
乃
巡
苦
」
な
る
俗
謡
さ
え
あ
っ
た
。
正
統
・
景
泰
中
は
、
反
封
を
押
し
き
っ
て
増
設
さ
れ
た
が
、
景

奪
門
の
獲
に
よ
っ
て
英
宗
が
復
僻
す
る
と
、
底
止
論
が
俄
に
強
ま
っ
た
。

鎮
守
大
同
線
兵
官
定
裏
伯
郭
登

泰
八
年
一
月
、

先
ず
同
月
笑
未
、

が
、
巡
撫
等
の
革
去
を
要
め
た
。
郭
登
「
奏
八
事
疏
」

(
文
編
・
袋
五
七
)
に
、

其
れ
、
各
慮
の
総
督
・
巡
撫
・
勧
農
・
清
軍
・
修
理
河
道
・
償
運
糧
儲
等
の
項
の
、
添
設
せ
し
官
員
は
、
悉
く
取
回
し
、
以
っ
て
有
司
供

給
の
擾
を
除
き
、
三
司
及
び
守
令
の
官
員
を
精
選
し
て
、
親
し
く
照
政
を
理
め
、
仁
愛
と
寛
和
を
以
っ
て
民
を
使
い
、
清
浄
と
簡
黙
を
以

っ
て
治
を
信
用
さ
し
め
よ
。
此
の
如
く
せ
ば
、
則
ち
人
心
は
自
然
に
歓
慌
し
、
雨
場
は
自
然
に
時
若
と
な
り
、
年
穀
豊
登
に
し
て
盗
賊
は
息

ま
ん
。
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と
あ
る
。
有
力
な
動
臣
で
、
巡
撫
と
共
に
駐
剖
す
る
組
兵
官
の
主
張
で
あ
る
こ
と
は
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
英
宗
は
、
こ
の
要
請
を
一
腰
却
下

し
た
が
、
同
月
戊
子
、
雲
南
道
監
察
御
史
沈
性
が
、
各
地
に
二

O
絵
人
の
都
御
史
が
配
置
さ
れ
て
お
り
、
十
羊
九
牧
の
憾
み
が
あ
る
と
の
ベ
、

(
9〉

裁
省
を
請
う
た
の
に
鷹
じ
、
同
月
辛
卯
、
巡
撫
は
組
制
で
は
な
い
と
の
理
由
で
、
取
回
を
命
じ
た
。
各
地
に
駐
割
し
て
い
た
六
部
の
向
書
・
侍

郎
や
、
南
京
の
諸
官
も
封
象
に
な
っ
た
が
、
都
御
史
は
致
仕
四
人
を
含
む
一
四
人
が
裁
省
さ
れ
た
。
こ
の
慮
置
の
狙
い
が
、
巡
撫
都
御
史
の
贋

(m〉

止
に
あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
英
宗
は
正
統
中
、
巡
撫
の
増
設
を
承
認
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
冗
官
の
裁
省
の
他
に
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
考
え
ら
れ
る

(

日

)

の
が
、
英
宗
と
景
一
帝
の
暗
闘
で
あ
る
。
明
貫
録
・
景
泰
五
年
五
月
丙
辰
の
僚
に
よ
れ
ば
、
監
察
御
史
李
諜
ら
は
、
巡
撫
の
員
飲
の
時
に
は
、
吏

部
の
推
濯
に
よ
り
補
任
す
べ
き
な
の
に
、
兵
部
向
書
子
謙
が
、
兵
部
郎
中
蒋
琳
に
代
表
さ
れ
る
、
自
己
の
同
郷
や
血
縁
の
官
僚
を
強
引
に
就
任



さ
せ
た
と
非
難
し
た
。
蒋
琳
は
英
宗
復
辞
の
時
、
巡
撫
貴
州
左
副
都
御
史
で
あ
っ
た
が
、
四
月
に
任
地
に
於
い
て
淫
暴
の
罪
肢
で
錦
衣
衡
の
官

に
逮
捕
さ
れ
、
同
時
に
巡
撫
貴
州
の
職
も
底
止
さ
れ
た
。
叉
、
天
順
元
年
三
月
と
二
年
間
二
月
の
二
度
に
亙
り
、
英
宗
は
、
都
察
院
に
射
し
、

(

ロ

)

景
泰
中
、
都
察
院
の
官
は
公
選
に
よ
ら
ず
、
私
門
よ
り
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
指
摘
し
、
痛
革
を
命
じ
た
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
景
泰
朝

の
巡
撫
都
御
史
の
人
選
に
は
、
景
一
帝
一
を
支
え
た
官
僚
群
の
中
心
た
る
子
謙
の
意
織
が
強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
天
順
初
の
巡
撫
の
草
去
は
、
冗

官
の
裁
省
に
名
を
か
り
た
景
帯
支
持
勢
力
の
排
除
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
。

巡
撫
の
革
去
後
、
各
地
で
糧
儲
や
官
庫
の
管
理
・
屯
田
の
運
営
・
馬
草
の
採
取
等
に
支
障
を
来
た
し
、
中
央
政
府
は
宣
府
・
大
同
・
山
海
永

(

日

〉

卒
・
南
直
隷
等
に
、
急
逮
戸
部
郎
中
徐
敬
ら
を
、
提
督
糧
草
粂
理
屯
種
と
し
て
涯
遣
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
戸
部
郎
中
で
は
巡
撫

の
贋
汎
な
職
務
の
全
て
を
縫
承
で
き
ず
、
巡
撫
の
復
設
は
早
晩
考
え
ら
れ
る
所
で
あ
っ
た
。
草
去
後
僅
か
四
ヶ
月
の
天
順
元
年
五
月
、
巡
撫
の

稽
は
稽
び
な
い
が
、
左
都
御
史
馬
昂
が
「
撫
安
寧
民
・
修
理
城
壁
・
賑
済
機
民
」
を
命
ぜ
ら
れ
太
原
に
赴
い
た
。
次
い
で
翌
二
年
、
巡
撫
が
一

奉
に
復
活
し
た
。
正
月
に
直
隷
、
四
月
に
山
東
・
遼
東
・
南
慶
、
五
月
に
甘
粛
・
寧
夏
・
宣
府
、
六
月
に
南
直
隷
が
復
置
さ
れ
、
更
に
同
六
年

に
は
挟
西
に
も
新
設
さ
れ
た
上
、
雨
贋
が
贋
東
・
贋
西
に
分
割
さ
れ
、
各
々
に
巡
撫
の
配
置
を
み
た
。
復
置
さ
れ
た
巡
撫
は
全
て
都
御
史
の
官

- 59ー

衝
を
帯
び
て
お
り
、
巡
撫
都
御
史
の
制
が
確
立
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、
再
配
置
後
の
巡
撫
都
御
史
と
、
先
に
波
遣
さ
れ
た
提
督
糧
草

戸
部
郎
中
と
の
関
係
は
ど
う
な

っ
た
の
か
。
戸
部
郎
中
の
任
務
は
、
巡
撫
の
職
務
の

一
部
と
重
複
し
て
お
り
、
雨
者
は
糧
草
管
理
の
権
限
を
め

ぐ
っ
て
員
向
か
ら
劉
立
し
た
。
天
順
三
年
、

巡
撫
大
同
王
字
と
戸
部
郎
中
楊
盆
が
汗
奏
し
あ
い
、

，次
い
で
王
宇
と
戸
部
向
書
沈
固
の
封
立
に
設

(
M〉

展
し
た
。
翌
年
、
漸
く
王
字
の
主
張
に
沿
っ
て
、
任
期
三
年
の
管
糧
郎
中
が
巡
撫
の
下
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
果
的
に
巡
撫
は
復

置
後
、
擢
限
を
強
化
し
た
と
い
え
る
。

巡
撫
都
御
史
の
職
掌
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正
統
・
景
泰
・
天
順
朝
を
逼
じ
て
確
立
さ
れ
て
き
た
巡
撫
都
御
史
の
職
掌
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
考
察
の
手
掛
り
と
し
て
、
各
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巡
撫
の
任
命
時
に
下
さ
れ
た
教
が
あ
る
。

し
か
し
、
教
に
列
摩
さ
れ
た
諸
項
目
は
具
鐙
性
に
絞
け
、
ど
の
任
務
に
重
貼
が
あ
っ
た
の
か
も
不
明

で
あ
る
。
そ
こ
で
、

巡
撫
侍
郎
の
場
合
と
同
様
に
、
明
貫
録
か
ら
正
統
・

景
泰

・
天
順
の
聞
の
巡
撫
都
御
史
に
閲
す
る
記
事
を
蒐
集
し
分
類
し

た
の
嘗
時
、
宣
府
大
同
や
雨
贋
の
如
く
、
管
轄
地
の
統
合
や
分
離
が
多
く
、
名
稽
が
重
複
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
事
例
を
計
数
化
す
る
上
で
は

重
な
ら
な
い
よ
う
に
し
た
。

各
巡
撫
都
御
史
を
、

③
北
港
(
遼
東
・
宣
大
・
宣
府
・
大
同

・
快
西

・
山
西
・
寧
夏

・
甘
粛

・
延
綬
・
永
卒
)
、

⑧
腹
一
義

地
域
(
順
天

・
直
毅

・
山
東

・
河
南
)
、
@
江
南
地
域
(
南
直
毅

・
蘇
松
常
銀
四
府
・
准
安
揚
州
底
州
三
府
弁
徐
和
二
州

・
時
間
江
〉
、
@
湖
底

・
江
西
、
⑤
西

@ 
南
港
(
四
川
・
庚
西

・
雨
廉
・

貴
州
・

雲
南
、
更
に
庚
東
も
便
宜
的
に
こ
こ
に
加
え
る
)
に
分
け
て
検
討
す
る
。

群
(
北
遁
)

⑪⑪①@①①⑥③① ① ③ ① ⑥ @ 

軍
糧
・

馬
草
の
調
達
と
牧
支
、
大
同
銀
億
庫

・
高
億
庫
等
の
倉
阪
管
理

軍
土
へ
の
月
糧

・
行
糧

・
冬
衣

・
綿
花

・
布
匹
・
賞
賜
等
の
給
輿

軍
屯
の
維
持
・
管
理

糧
草
の
横
領
・
軍
士
の
私
役
・
屯
地
の
占
嬢
等
の
軍
官
の
不
正
に
刑
判
す
る
圏
劾

軍
器
の
整
備
・
品
糊
迭

高
全

・
保
安

・
宣
府

・
易
州
等
に
於
け
る
城
壁
の
整
備
・
修
理

召
募
を
含
む
軍
伍
の
充
貨
と
操
練

部
隊
や
軍
官
の
配
置
に
劃
す
る
関
輿

軍
と
共
に
出
撃
・
戦
闘

失
機
や
課
事
等
の
作
戦
・
用
丘
ハ
に
関
す
る
軍
官
の
過
誤
を
讃
劾

負
銀
の
追
徴
や
災
害
時
の
錫
菟
等
を
含
む
税
糧
の
総
督

機
民
の
賑
演
や
災
害
針
策

地
方
官
の
糾
察
・
推
摩

そ
の
他
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右
の

一
九
三
例
の
中
、
③

J
①
が
軍
務
に
関
す
る
内
容
で

一
六
五
例
(
八
五
%
)
を
占
め
る
。
⑥
J
①
は
財
務
・
民
政
で
九
例
(
五
%
〉
、
@
が
監



察
で
一
五
例
〈
八
%
)
と
な
る
。
軍
務
・
財
務
・
民
政
・
監
察
に
類
別
で
き
る
が
、

軍
務
の
中
で

③
群
で
は
軍
務
に
匪
倒
的
な
比
重
が
あ
る
。

は
、
③
J
⑧
が
軍
糧
を
中
心
と
し
た
、
軍
の
維
持
や
管
理
に
属
す
る
も
の
で
一
二
九
例
〈
六
七
%
〉
、
⑪
J
①
が
作
戦
・
用
兵
に
闘
る
項
目
で
三

六
例
(
一
九
%
)
と
な
る
。

③ 

群
(
腹
裏
)

①@③①@@①⑥@ 

軍
糧
・
馬
草
の
調
達
と
政
支
、
倉
販
管
理

糧
草
の
横
領

・
軍
士
の
私
役
等
の
軍
官
の
不
正
に
制
到
す
る
頚
劾

軍
伍
の
充
賓
と
操
練

城
壁
の
修
築
と
整
備

軍
屯
の
維
持
・
管
理

部
隊
・
軍
官
の
配
置
に
制
到
す
る
開
輿

鐘
害
・
水
患
等
の
災
害
針
策
と
餓
民
賑
済

税
役
の
総
督

地
方
官
の
考
察

・潮
岬劾

3 2 7 3 1 12 4 45 1 
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以
上
の
如
く
七
八
例
あ
る
。
③
J
①
が
軍
務
に
属
し
一
七
例
(
二
二
一
三
、
⑧
と
⑪
が
財
務
・
民
政
に
閲
す
る
も
の
で
四
九
例
(
六
四
%
)
、
①
が

監
察
で

一
二
例
ご

六
%
〉
と
な
る
。
③
群
も
軍
務

・
財
務
・
民
政
・

監
察
に
大
別
で
き
る
が
、

二
四
例
に
上
る
堕
害
を
始
め
、
種
々
の
災
害
へ

一
方
、
軍
務
で
は
一
例
を
除
き
、
全
て
軍
の
維
持
と
管
理
に
属
す
る
内
容
で
あ
る
。

の
封
策
と
機
民
の
賑
済
が
四
五
例
(
五
八
%
)
を
占
め
る
。
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@ 

群
(
江
南
)

@@@⑤③ 

一
運
糧
の
指
揮
や
糧
長
の
監
督
等
も
含
む
税
糧
の
総
督

一
鐘
害
・
皐
害
等
へ
の
針
策
と
餓
民
の
賑
済

一
水
利
の
修
治

一
地
方
官
の
考
察

・推
彦

一
捕
盗
等
の
治
安
維
持

4 16 7 7 2 
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1 

右
表
で
は
、

巡
撫
侍
郎
周
怯
ら
の
事
例
を
除
い
て
あ
る
の
で
三
九
例
の
み
で
あ
る
。
③
J
@
が
財
務
・
民
政
に
麗
し
二
七
例
(
六
九
%
〉、

④
の

監
察
が
七
例
〈

一
八
%
〉
で
、
軍
務
が
殆
ど
な
い
。

僅
か
に
軍
官
の
弾
劾
が

一
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
景
泰
五
年
、
巡
撫
漸
江
劉
贋
が
、
葉
宗
留
の

一
時
的
に
一幅
建
を
粂
督
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
。
群
で
は
、
財
務

・
民
政
に
藍
倒
的
比
重
が
あ
り
、
軍
務
を
依
い
て

凱
の
残
黛
撫
捕
の
魚

い
る
と
い
え
よ
う
。
水
利
に
関
す
る
任
務
は
、
巡
撫
任
命
時
の
教
に
も
明
記
さ
れ
て
お
り
、
他
の
地
域
で
は
み
ら
れ
な
い
項
目
で
あ
る
。

@ 

群

(
湖
贋

・
江
西
)

①@③ ①@④① CW@ 
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軍
糧

・
馬
草
の
調
達
や
牧
支
の
管
理

軍
士
の
私
役
・
軍
士
の
財
物
を
削
剥

・
倉
飯
の
火
災
を
坐
親
等
の
軍
官
の
不
正
強
劾

苗
族

・
猛
族
等
の
討
伐
に
出
動

部
隊
・
軍
官
の
配
置
に
関
輿

水
患

・
早
害
等
へ
の
針
策
と
餓
民
の
賑
済

税
糧
の
総
督

地
方
官
の
考
察

捕
盗
等
の
治
安
維
持

そ
の
他

こ
こ
で
は
四
四
例
の
み
だ
が
、
③
J
@
が
軍
務
で

一
五
例

会

百
%
)、

@
と
①
が
財
務
・
民
政
で
一
八
例
(
四
一

%
)、

⑧
の
監
察
が
八
例
(

軍
務
で
は
、
軍
の
維
持
・
管
理
と
作
戦
・
用
兵
の
例
数
が
ほ
ぼ
相
い
半
ば

八
%
)
と
な
り
、
各
任
務
の
割
合
は
、
③
群
と
概
ね
同
じ
で
あ
る
。

す
る
。
巡
撫
が
出
撃
し
た
四
例
は
、
全
て
湖
贋
の
例
だ
が
、
組
丘
一
官
や
鎖
守
内
臣
に
同
行
し
て
お
り
、

軍
濁
で
軍
を
統
率
し
た
例
は
な
い
。

⑤ 

群
(
西
南
漫
)



①①@③①@④①(t)@ 

軍
糧
・
馬
草
の
調
達
と
収
支
の
管
理

軍
士
へ
の
月
糧
・
行
糧
・
布
匹
等
の
給
輿

軍
屯
の
管
理
・
維
持

軍
糧
の
横
領
・
屯
地
占
嬢
・
受
賄
等
の
軍
官
の
不
正
を
調
劾

苗
族
や
猛
族
の
討
伐
に
自
ら
軍
を
率
い
て
出
撃
・
戦
闘
に
従
事

賊
吠
報
告
や
部
隊
の
配
置
に
劃
す
る
関
輿

失
機
・
課
事
等
の
用
兵
上
の
過
誤
に
関
す
る
軍
官
彊
劾

水
害
や
苗
族
の
劫
掠
を
受
け
た
人
民
へ
の
賑
済

地
方
官
の
考
察
・
翠
劾

そ
の
他

8 2 2 5 12 10 12 10 14 5 

③
J
⑧
が
軍
務
に
属
す
る
も
の
で
五
三
例
〈
六
六
%
〉
、
⑪
が
民
政
で
一

O
例
(
三
芳
)
、
①
の
監
察
が
一
二
例
(
一
五

⑤
群
で
も
主
要
な
任
務
は
、
軍
務
・
財
務

・
民
政
・
監
察
に
類
別
で
き
る
が
、
軍
務
に
重
離
が
あ
る
。
軍
務
の
中
で
は
、
軍
の

維
持
・
管
理
に
属
す
る
③
J
@
が
一
七
例
会
二
%
)
、
作
戦
・
用
兵
に
閲
る
⑥
J
⑧
が
三
六
例
(
四
五
%
)
と
な
り
、
後
者
の
比
率
が
非
常
に
高

い
。
特
に
巡
撫
が
自
ら
軍
を
統
率
し
、
戦
闘
に
従
事
し
た
一
四
例
は
注
目
さ
れ
る
。

@
群
は
八

O
例
だ
が
、

V
A
〉
と
な
る
。
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例
数
に
多
寡
が
あ
る
が
、
@
か
ら
②
群
ま
で
、
各
地
域
ご
と
に
巡
撫
都
御
史
の
職
務
を
分
析
し
た
。
嘗
時
の
用
語
に
従
え
ば
、
@
と
@
群
が

謹
方
巡
撫
、
③
・
@
・
@
群
が
内
地
巡
撫
と
い
え
よ
う
。
全
園
的
に
み
る
と
、
巡
撫
都
御
史
の
主
た
る
職
務
は
、
軍
糧
の
管
理
や
作
戦
・
用
兵

等
か
ら
な
る
軍
務
、
畿
民
の
賑
済
や
税
糧
の
総
督
等
の
財
務
・
民
政
、
地
方
官
に
劃
す
る
監
察
の
三
つ
か
ら
な
る
。
こ
の
内
、
監
察
任
務
は
、

(

日

)

全
園
に
共
通
し
て
概
ね
同
じ
比
重
を
示
し
た
が
、
他
の
任
務
は
非
常
に
地
域
差
が
大
き
く
、
江
南
に
中
心
を
置
い
て
み
る
と
、
同
心
園
朕
に
な

つ
ま
り
、
江
南
は
財
務
・
民
政
の
み
の
地
域
、
其
の
周
迭
の
腹
裏
と
江
西
・
湖
底
風
は
、
財
務
・
民
政
を
主
と
し
軍
務
を
従
と
す
る

っ
て
い
た
。
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地
域
、
北
漫
と
西
南
港
は
、
軍
務
を
主
と
す
る
地
域
と
い
え
る
。
唯
だ
、
北
港
と
西
南
港
で
は
、
軍
務
の
内
容
に
梢
差
異
が
あ
り
、
北
過
は
軍

糧
闘
係
に
重
黙
が
あ
る
が
、
西
南
濯
で
は
作
戦
・
用
兵
に
闘
っ
た
例
が
多
い
。
こ
れ
は
、
北
迭
に
は
組
兵
官
や
鎮
守
都
督
等
の
有
力
な
武
臣
が
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多
く
駐
制
し
て
い
た
の
に
封
し
、
西
南
迭
で
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
震
と
考
え
ら
れ
る
。
叉
、
各
地
域
と
も
、
災
害
封
策
や
餓
民
の
賑
済
例
が

非
常
に
多
い
が
、
贋
域
に
亙
る
災
害
に
、
従
来
の
三
司
の
憧
制
で
は
封
慮
で
き
ず
、

巡
撫
が
中
心
的
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

前
述
の
巡
撫
侍
郎
の
職
務
と
比
較
す
る
と
、
財
務

・
民
政

・
軍
務
・
監
察
を
主
な
内
容
と
す
る
黙
は
共
通
し
て
お
り
、
特
に
内
地
の
巡
撫
都

御
史
と
は
大
き
な
差
違
が
な
い
。

明
ら
か
に
異
な
る
の
は
、
法
方
の
巡
撫
都
御
史
に
み
ら
れ
た
作
戦

・
用
兵
面
へ
の
開
輿
(
統
兵
権
と
記
す
)
で

あ
る
。
溢
方
巡
撫
の
統
丘
ハ穫
は
如
何
な
る
根
援
に
よ
る
の
か
。

提
督
軍
務
都
御
史
・
参
賛
軍
務
都
御
史
の
職
掌

巡
撫
都
御
史
の
統
兵
権
を
考
え
る
時
、
注
目
さ
れ
る
の
が
、

巡
撫
と
は
別
に
軍
事
上
の
用
務
を
帯
び
て
各
地
に
涯
遣
さ
れ
た
都
御
史
の
存
在

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
提
督
軍
務

・
参
賛
軍
務

・
銭
守

・
協
賛
軍
務
・
参
謀
軍
事
・
賛
理
軍
務
等
の
都
御
史
が
あ

っ
た
。

『
明
督
撫
年
表
』
で

- 64ー

は
、
こ
れ
ら
を
巡
撫
と
同
様
に
扱
っ
て
排
列
し
て
い
る
が
、

巡
撫
と
は
異
な
る
職
務
や
権
限
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
以
下
に
明
ら
か
に
す
る
。

先
ず
、

巡
撫
と
最
も
関
係
の
深
い
提
督
軍
務
都
御
史
(
以
下
提
督
と
略
記
す
る
)
に
就
い
て
検
討
す
る
。

的
な
提
督
で
あ
っ
た
。
遼
東
で
は
、
宣
徳

一
O
年
一
二
月
に
巡
撫
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、

景
泰
四
年
迄
に
李
溶

・
李
純
の
二
都
御
史
が
相
縫
い

正
統
朝
で
は
、
提
督
遼
東
軍
務
が
代
表

で
在
任
し
た
。

一
方
、
正
統
七
年
一
一
月
、
右
愈
都
御
史
王
掬
が
提
督
と
し
て
赴
任
し
、
以
後
景
泰
朝
を
通
じ
て
左
副
都
御
史
窟
深

・
劉
庚
衡

と
交
替
し
た
。
つ
ま
り
、
正
統
七
年
以
後
、
遼
東
で
は
提
督
と
巡
撫
が
並
存
し
て
い
た
。
明
貫
録
か
ら
、
南
者
が
重
複
し
て
い
た
期
聞
に
就
い

て
、
各
々
に
関
係
す
る
記
事
を
蒐
集
し
て
整
理
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

提
督
遼
東

@①⑥ @ 

一
瓦
刺
・
冗
良
恰
三
術
・
李
満
佳
等
の
動
向
に
針
臆
し
た
部
隊
や
軍
官
の
配
置
へ
の
関
輿

・上
奏
・
命
令
の
受
領

一
箪
を
率
い
て
境
外
に
出
撃

一
失
機
・
誤
事
・
坐
親
等
の
用
兵
上
の
軍
官
の
過
誤
に
封
す
る
強
劾

一
老
弱

・
病
放
の
衛
所
官
の
制
捜
替

5 13 4 18 



巡
撫
遼
東
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軍
糧
の
調
達
と
遼
東
二
五
衡
の
倉
販
管
理

軍
屯
の
管
理
と
維
持

軍
土
へ
の
月
糧
・
冬
衣
・
布
匹
等
の
支
給

盤
害
・
水
患
を
被
っ
た
衛
所
へ
の
給
糧

軍
士
の
財
物
の
索
取
等
の
不
正
を
犯
し
た
軍
官
の
頚
劾

そ
の
他

2 9 
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提
督
に
つ
い
て
右
表
よ
り
み
る
に
、
③
J
@が
戦
略
や
統
兵
に
属
す
る
内
容
で
三
五
例
(
六
九
%
)
、

@
J①
が
、
軍
の
維
持
や
管
理
に
闘
す
る

も
の
で
一
六
例
会
二
%
)
と
全
て
軍
務
で
あ
る
。
前
者
で
は
、
遼
東
の
防
衛
全
鐙
に
閥
る
慮
置
の
提
案
や
命
令
の
受
領
が
非
常
に
多
く
、
自
ら

軍
を
率
い
出
撃
し
た
例
も
少
な
く
な
い
。
後
者
で
も
、
款
を
奉
じ
て
、
五
次
に
亙
り
二
六
二
人
に
及
ぶ
衛
所
官
の
襲
替
を
貫
施
し
て
お
り
、
軍

に
劃
す
る
強
い
統
制
力
を
看
取
で
き
る
。
王
期
の
在
任
中
、
其
の
擢
限
や
任
務
を
確
認
す
る
教
が
三
度
下
さ
れ
た
が
、
明
貫
録
・
正
統
九
年
七

月
丁
卯
の
候
所
載
の
敷
は
最
も
詳
細
で
あ
り
、
軍
務
の
悉
く
を
便
宜
に
慮
置
さ
せ
る
と
共
に
、
「
臨
陣
退
縮
」
・
「
失
機
誤
事
」
・
「
不
遵
競
令
」

の
軍
官
を
斬
首
に
虚
す
る
こ
と
を
始
め
、
罪
の
軽
重
に
麿
じ
た
軍
法
の
行
使
を
聴
し
た
。
馬
文
升
「
震
曾
集
廷
臣
計
議
禦
虜
方
略
以
絶
大
患
事

〈
文
編
・
巻
六
四
)
に
、

疏
」
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我
が
朝
、
遼
東
三
衛
の
達
賊
冠
を
信
用
す
に
、
都
御
史
王
掬
に
欽
命
し
、
彼
に
往
き
て
鎮
守
せ
し
め
、
重
ん
ず
る
に
軍
濯
を
以
っ
て
し
、
指

揮
以
下
は
其
の
斬
首
を
許
す
e

遼
東
迭
に
静
か
な
り
。
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と
あ
り
、
馬
文
升
は
、
王
掬
が
軍
法
を
行
使
し
て
遼
東
を
静
誌
な
ら
し
め
た
治
績
を
許
債
し
た
。

く
軍
務
だ
っ
た
が
、

全
て
軍
の
維
持
や
管
理
に
闘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一方、

巡
撫
都
御
史
の
任
務
も
遼
東
で
は
悉

明
貧
録

・
正
統
八
年
九
月
戊
寅
の
僚
の
、
李
純
に
劃
す
る
敷
で
も

「総
督
屯
糧
」
・
「
比
較
子
粒
」
・
「
提
調
倉
場
L

・
「
牧
支
糧
草
」
が
命
ぜ
ら
れ
、
表
の
内
容
と
一
致
す
る
。
有
犯
の
軍
官
に
つ
い
て
は
、
罪
献
を

奏
聞
す
る
の
み
で
、
逮
捕
や
鹿
罰
の
権
は
な
い
。
提
督
と
巡
撫
の
職
務
や
権
限
が
異
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
『
彰
文
憲
公
文
集
』
・
巻
四
所

牧
「
故
都
察
院
左
都
御
史
贈
少
保
論
荘
思
窟
公
墓
表
」
は
景
泰
三
年
王
期
と
交
替
し
た
冠
深
の
墓
表
だ
が
、
其
の
中
に
、

未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
提
督
遼
東
軍
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
便
宜
の
虚
置
を
許
さ
る
。
・
:
:
・
初
め
、
東
鎮
守
の
中
貴
壁
び
組
戎
者
、
公
の
且

畏
俸
し
て
安
ん
ぜ
ず
。
諸
層
に
語
り
て
日
く
、

に
至
ら
ん
と
す
る
を
聞
き
、

爾
輩
宜
し
く
自
ら
慢
し
み
、

定
公
の
鋒
に
踊
る
る
な
か
れ

と
。
行
事
を
見
る
に
及
び
、
寛
和
に
し
て
躍
有
り
、
衆
乃
ち
悦
服
す
。
遼
海
の
妖
賊
李
一
隅
恵
な
る
も
の
、
術
を
挟
ち
て
民
を
誘
い
、
凱
を

作
さ
ん
と
謀
り
、
旬
日
の
聞
に
衆
を
粟
む
る
こ
と
高
除
た
り
。
公
之
を
聞
き
、
親
し
く
数
百
騎
を
率
い
馳
せ
て
海
州
に
赴
き
、
事
宜
を
審
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察
し
て
都
指
簿
周
英
を
遣
は
し
、
以
っ
て
方
略
を
授
け
之
を
檎
え
し
む
。
凡
そ
千
絵
人
を
獲
う
。

と
あ
り
、
新
任
の
冠
深
も
鎮
守
遼
東
組
兵
官
左
都
督
曹
義
や
鎮
守
太
監
宋
文
毅
が
俸
る
勢
威
と
統
丘
ハ
権
を
も
っ
て
い
た
。
王
期
の
強
大
な
統
丘
(

樫
が
、
彼
の
功
績
や
能
力
に
到
す
る
中
央
政
府
の
高
い
評
慣
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
個
人
的
な
聾
望
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
提
督
の
職

そ
の
も
の
に
備
わ
る
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

〈
は
む

こ
の
頃
、
巡
撫
や
提
督
以
外
に
も
、
要
地
に
組
丘
ハ
官
や
鎮
守
内
臣
が
駐
割
し
て
い
た
。
其
の
職
務
に
つ
い
て
、
明
貫
録
の
記
事
を
蒐
集
し
て

比
較
す
る
と
、
提
督
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
彼
ら
と
提
督
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
景
泰
二
年
九
月
、
大
同
後
衡
の
退
役
軍
土
臭

准
が
、
提
督
大
同
軍
務
左
副
都
御
史
年
富
を
弾
劾
す
る
事
件
が
あ
っ
た
。
臭
准
は
、
三
品
官
の
年
富
が
、
組
兵
官
定
裏
伯
郭
登
に
封
し
、
品
階

の
秩
序
を
遅
ら
ず
郭
登
と
並
坐
し
、
公
文
に
は
共
に
署
名
し
、
軍
に
命
令
を
設
す
る
場
合
も
郭
登
の
意
見
を
容
れ
な
い
と
述
べ
た
。
兵
部
向
書

子
謙
は
、
弾
劾
の
背
後
に
郭
登
の
数
唆
が
あ
っ
た
と
の
判
断
を
示
し
た
が
、
『
子
忠
粛
公
集
』
・
巻
五

・
奏
議
雑
行
類
「
兵
部
篤
陳
言
溢
務
事
」



年
富
は
副
都
御
史
に
し
て
三
品
の
職
に
係
る
。
朝
廷
の
敷
旨
を
受
け
、
其
の
提
督
軍
務
た
り
て
、
凡
そ
軍
中
の
一
躍
の
大
小
の
事
務
は
、

悉
く
皆
な
綱
維
を
提
登
場
せ
し
め
、
組
戎
よ
り
而
下
、
威
な
制
す
る
を
聴
す
。
況
ん
や
都
御
史
は
風
紀
の
官
に
し
て
、
侯
伯
と
相
い
統
属
無

し
。
既
に
提
督
を
欽
命
さ
れ
る
に
係
り
、
嘗
に
線
兵
の
左
に
居
る
ベ
し
。
量
に
並
坐
を
許
さ
ざ
る
の
理
有
ら
ん
や
。
:
:
:
朝
廷
、
古
を
酌

し
て
今
に
準
じ
、
文
職
の
大
臣
を
選
用
し
て
、
提
督
軍
務
等
の
項
に
充
て
、
皆
な
便
宜
に
従
事
せ
し
む
。
而
し
て
左
都
御
史
王
期
・
右
愈

都
御
史
郷
衆
皐
は
、
遼
東
等
の
庭
の
軍
務
を
提
督
し
、
亦
な
組
丘
一
官
の
左
に
坐
し
、
凡
そ
護
競
施
令
、
軍
中
の
賞
罰
は
、
皆
な
王
期
等
の

虚
置
に
係
る
。
此
れ
朝
廷
の
奮
例
に
係
り
、
軍
務
の
事
宜
睦
統
己
に
定
ま
る
。
臣
下
の
敢
へ
て
専
制
す
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
。
子
謙
は
、
本
来
監
察
を
任
務
と
す
る
都
御
史
は
動
臣
と
統
属
関
係
が
な
く
、
其
の
都
御
史
が
敷
命
に
よ
っ
て
軍
務
を
統
轄
す
る
の
だ

か
ら
、
線
兵
官
の
上
に
在
る
の
は
嘗
然
だ
と
主
張
し
た
。
中
央
政
府
が
提
督
に
強
力
な
統
兵
権
を
付
興
せ
ん
と
し
て
い
た
こ
と
を
看
取
で
き

る
。
更
に
、
明
貫
録
・
景
泰
三
年
閏
九
月
庚
辰
の
僚
に
よ
れ
ば
、
年
富
は
宴
の
度
に
鎮
守
太
監
装
嘗
・
少
監
馬
慶
の
上
に
坐
し
、
都
督
ら
の
拝

脆
を
受
け
た
と
い
う
。
提
督
は
、
中
央
政
府
の
支
持
を
背
景
に
、
組
丘
(
官
や
鎮
守
内
臣
を
凌
駕
す
る
勢
威
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

(

ロ

〉

提
督
の
設
置
数
は
、
土
木
の
饗
後
、
監
察
御
史
秦
顕
ら
の
提
案
を
機
に
急
激
に
増
加
し
た
。
し
か
も
、
涯
遣
さ
れ
る
官
僚
に
つ
い
て
葉
盛

「
軍
務
疏
」
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ハ
文
編
・
巻
五
九
)
に
、

総
督
軍
務
少
保
子
謙
に
随
同
し
て
、
婦
ら
教
場
に
詣
り
、
軍
の
操
練
を
監
し
、
下
人
の
知
識
を
聞
見
し
て
習
熟
せ
し
む
。
凡
そ
諸
操
練
の

事
鐙
は
、
亦
た
総
督
・
総
兵
等
の
官
と
禅
盆
す
る
と
こ
ろ
を
一
商
権
す
る
を
得
て
、
既
に
猪
嫌
生
事
を
許
さ
ず
、
亦
た
因
循
懐
事
を
許
さ

ず
。
一
た
び
或
は
警
有
れ
ば
、
命
を
承
け
て
即
ち
行
は
し
む
。

と
あ
り
、
預
め
京
替
で
軍
事
的
訓
練
を
受
け
て
涯
遣
さ
れ
た
。
景
泰
中
に
培
波
さ
れ
た
提
督
を
酎
挙
げ
る
と
、
居
庸
閥
↓
王
紘
、
紫
荊
闘
↓
孫

(
叩
出
〉

鮮
、
保
定
↓
毘
信
、
永
卒
山
海
↓
鄭
来
皐
〈
景
泰
四
年
、
永
卒
と
山
海
が
分
離
し
、
山
海
闘
に
は
別
に
李
賓
が
赴
任
し
た
)
、

富
、
倒
馬
関
白
羊
口
↓
彰
誼
、
甘
粛
↓
宋
傑
、

宣
府
↓
李
乗
、
大
同
↓
年

全
て
左
右
の
余
・
副
都
御
史
で
あ
っ
た
。
従
来
か
ら
の
遼
東
と
松
潜

を
加
え
る
と
、
北
迭
と
西
南
港
一
帯
に
汲
遣
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
更
に
景
泰
二
年
以
降
、
提
督
は
軍
屯
や
軍
糧
を
粂
督
す
る
場
合
が
多
く
な

貴
州
↓
蒋
琳
が
あ
り
、
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(

四

)
り、

一
一
層
権
限
を
擁
大
し
た
。
し
か
し
、
明
貫
録

・
景
泰
六
年
三
月
丁
巳
の
傑
所
載
の
提
督
山
海
へ
の
敷
で
示
さ
れ
た
如
く
、
民
間
の
税
糧
の

催
徴
に
は
開
輿
を
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
提
督
は
軍
務
の
み
を
職
掌
と
し
た
。

次
に
参
賛
軍
務
都
御
史
に
就
い
て
考
察
す
る

G

参
賛
軍
務
の
稿
は
洪
武
以
来
あ
っ
た
が
、
正
統
・

景
泰
朝
で
確
認
で
き
る
の
は
、
甘
粛
・
寧

夏

・
雲
南

・
宣
府

・
貴
州

・
一
踊
建

・
易
州
琢
州
保
定
員
定
通
州
で
あ
る
。
中
で
も
甘
粛
と
寧
夏
は
最
も
定
制
化
し
、
正
統
元
年
の
設
置
以
来
、

(

初

)

寧
夏
で
は

一
例
を
除
き
、

天
順
元
年
迄
常
駐
し
た
。

悉
く
都
御
史
で
あ
っ
た
。
他
の
地
域
も
、

正
統
四
年
以
後
全
て
都
御
史
と
な
り
、

正
統
牢
ば
以
降
は
概
ね
都
御
史
に
な
り
、

参
賛
軍
務
都
御
史
(
参
賛
と
略
記
す
る
〉
と
稽
し
で
も
よ

(

公

〉

ぃ
。
正
統
朝
で
の
参
賛
の
任
期
は
短
く
、

甘
粛
は
一
年
、
雲
南
は
二
年
毎
の
交
替
が
原
則
で
あ

っ
た
。
寧
夏
も

一
定
で
は
な
い
が
、
頻
繁
に
交

替
し
た
。
こ
れ
は
参
賛
の
職
務
と
も
闘
係
が
あ
り
、
明
貫
録
・
景
泰
二
年
八
月
壬
申
の
僚
に
よ
れ
ば
、
兵
科
給
事
中
黄
仕
備
は
、

参
賛
の
在
任

が
長
く
な
る
と
、
総
兵
等
の
官
と
親
密
に
な
り
、
鈴
制
し
難
い
の
で
輪
番
に
せ
よ
と
い
う
上
奏
を
行
っ
た
。

こ
の
主
張
は
大
皐
土
陳
循
ら
の
反

甘
粛
は
、

最
初
兵
部
侍
郎
が
任
ぜ
ら
れ
た
が、

射
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
が
、
参
貨
の
正
式
名
稽
を
み
る
と
、
雲
南
の
鄭
額
の
場
合
は
参
賛
都
督
同
知
休
珠
軍
務
、
江
淵
は
参
賛
都
督
孫
鐙
軍
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務
、
宣
府
の
羅
遁
は
参
賛
昌
卒
侯
楊
洪
軍
務
で
あ
り
、
組
兵
官
等
と
の
密
接
な
関
係
が
窺
え
る
。
嘗
時
「
参
賛
は
等
霊
の
輔
な
り
」
と
の
認
識

(

幻

)

が
あ
り
、
参
費
は
、
提
督
の
如
く
濁
立
し
た
軍
擢
は
も
た
ず
、
そ
の
字
義
の
示
す
よ
う
に
綿
兵
官
や
鎮
守
都
督
を
補
佐
す
る
任
務
だ
ア
た
と
み

ら
れ
る
。
前
掲
の
各
参
賛
の
職
務
に
闘
す
る
記
事
を
、
明
貫
録
か
ら
蒐
集
し
て
整
理
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

軍
糧
・
馬
草
の
調
達
、
倉
廠
の
管
理

軍
士
・
夜
不
牧
等
へ
の
月
糧
・
行
糧
・
冬
衣
・
布
花
・
耕
牛
等
の
支
給

箪
屯
の
管
理

軍
士
の
貰
放
・
私
役
、
草
場
の
占
接
等
の
軍
官
の
不
正
を
強
劾

逃
亡
軍
土
の
取
り
締
ま
り

火
擦
を
含
む
軍
器
の
管
理
と
修
造

1
総
兵
守
山
と
共
慌
軍
法
の
選
料

ー
総
丘
ハ
{
口
口
を
補
佐
し
て
城
壁
を
修
築

@③ ①@③①<li)@ 

7 15 3 12 4 2 2 3 
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総
兵
官

・
鎮
守
内
臣
と
共
に
軍
官
の
考
課
を
貧
施

衛
所
に
養
諸
問
院
設
置

部
隊

・
軍
官
の
配
置
や
作
戦
に
関
す
る
提
案

失
機
の
軍
官
を
頚
劾

総
兵
官

・
鎮
守
内
臣
の
封
立
を
調
停
、
総
兵
官
の
庭
置
を
弾
劾

達
成

・
首
族
等
の
情
報
を
報
告
、
使
臣
の
波
選
、
貢
使
の
迭
迎

そ
の
他

7 4 1 1 4 9 2 

右
の
七
六
例
中
、
③
J
①
は
軍
の
維
持
や
管
理
に
属
す
る
内
容
で
五
三
例
(
七
O
W
A
Y
作
戦

・
用
兵
に
闘
す
る
@
と
①
が
八
例
(
二
%
)
と
な

る
。
こ
の
外
、
異
民
族
の
情
報
蒐
集
や
貢
使
の
迭
迎
、
紹
兵
官
と
鎮
守
内
臣
の
関
係
の
調
整
等
も
少
な
く
な
い
。
唯
だ
、
自
ら
出
撃
し
た
例
は

〈

m
A
〉

な
く
、
軍
糧
や
軍
屯
の
管
理
と
こ
れ
に
開
る
不
正
軍
官
の
糾
察
が
主
た
る
職
掌
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
参
賛
は
、
軍
務
の
み
で
財
務

・
民
政

に
開
興
し
な
い
黙
で
巡
撫
と
異
な
り
、
統
兵
穫
を
も
た
な
い
黙
で
提
督
と
異
な
る
。
し
か
し
、
景
泰
朝
で
は
長
期
在
任
の
傾
向
が
強
ま
り
、
穂
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兵
官
等
に
射
す
る
弾
劾
例
も
培
え
る
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
軍
へ
の
統
制
を
強
化
し
つ
つ
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

鎮
守
都
御
史

・
協
賛
軍
務
都
御
史

・
参
謀
軍
事
都
御
史
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
し
て
検
討
し
た
結
果
、
各
々
異
な
る
職
務
内
容
を
確
認
で
き

た
が
、
こ
こ
で
は
巡
撫
と
関
係
の
深
い
提
督
と
参
賛
の
職
掌
を
示
す
に
止
め
る
。
そ
れ
で
は
巡
撫
と
提
督
や
参
賛
の
関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
の

4μ 

四

提
督

・
参
賛
と
巡
撫
の
粂
任

土
木
の
嬰
後
、
提
督
や
参
賛
と
巡
撫
の
合
併
が
顕
著
な
傾
向
と
な
っ
た
。
例
え
ば
遼
東
で
は
、
景
泰
四
年
、
巡
撫
李
純
が
銀
雨
侵
匿
の
罪
で

〈

川

品

)

失
脚
し
た
後
、
同
年
一

O
月
に
、
提
督
窟
深
が
巡
撫
及
び
総
督
屯
糧
倉
場
糧
儲
を
品
兼
任
し
、
康
汎
な
権
限
を
一
身
に
集
中
し
た
。
か
か
る
合
併
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は
遼
東
の
み
で
は
な
か
っ
た
。
明
賞
録
及
び
首
問
暦
舎
典
に
よ
っ
て
粂
任
の
例
を
一
示
す
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。
向
、
最
初
に
粂
任
し
た
名
稽
と
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時
期
・
地
域
を
示
し
た
の
で
、
後
代
と
梢
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

河 山順甘 寧 延快山山保大宣 宣遼
巡海

方く
主畦南東天焔夏緩西西卒定同府大東

高暦高暦景正徳度隆目隆筆成化慶隆泰景泰景景泰景泰 景泰景 H寺
=四泰=のー ー-- - -ーコ 泰ー四2二手間年♀三平年同年季年 期年 年

i務i 務i務i 務i 務i務i務i高門f毒衛i務I務2務2務i 務

粂

任

者専

鋭

稿 雲 貴康度雨四郎南江湖漸/!{ff，鳳
巡

建南州東西庚 川 陽電量西庚江 天陽 撫

嘉靖嘉消景泰泰景泰景 天11慎泰景暦高正徳嘉靖天順嘉靖 嘉靖嘉靖 時

ニ二年年ニ九 年四ニ年年ニ 年ハ年冗年一 一一年 O年四年二年一六年二四年O 四
期

i iiiiiiiiiii ii 粂

任

書写

主党
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右
の
表
よ
り
み
る
に
、
景
泰
朝
の
北
迭
と
西
南
遜
で
巡
撫
と
提
督
や
参
賛
の
粂
任
が
多
い
。
北
没
で
も
、

延
緩

・
寧
夏
・
甘
粛
・
映
西
は
比
較

的
遅
い
が
、
此
等
の
地
域
は
景
泰
朝
で
は
巡
撫
が
配
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、

参
賛
や
協
賛
軍
務
都
御
史
の
み
が
駐
剖
し
て
い
た
震
で
あ
る
。
前
述

の
如
く
、
首
時
の
溢
方
巡
撫
に
統
兵
の
例
が
多
く
、
内
地
巡
撫
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
品
兼
任
の
有
無
に
よ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
唯
だ
、
天

順
初
の

一
時
的
革
去
の
後
、
復
置
さ
れ
た
巡
撫
の
多
く
は
、
提
督
等
を
粂
任
し
な
か
司
た
。
天
順
朝
で
は
景
泰
朝
の
諸
制
度
を
否
定
す
る
傾
向

が
強
か
つ
も
た
震
と
考
え
ら
れ
、
成
化
以
後
再
び
粂
任
が
増
加
し
た
。
そ
し
て
嘉
清
・
隆
慶

・
寓
暦
の
聞
に
、
内
地
巡
撫
ま
で
衆
任
が
描
大
さ
れ

た
。
其
の
結
果
、
高
暦
末
に
は
遁
方
と
内
地
と
を
問
わ
ず
、
設
置
巡
撫
の
殆
ど
全
て
が
提
督
や
賛
理
を
粂
務
す
る
に
至
っ
た
。
粂
任
が
推
進
さ



れ
た
背
景
を
み
る
に
、
『
商
文
毅
公
全
集
』
・
巻
一
五
所
牧
「
滅
省
官
員
疏
」
に
よ
れ
ば
、
大
皐
士
一
両
轄
は
、
責
任
を
一
に
蹄
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
理
由
で
、
員
定
・
保
定
の
巡
撫
と
紫
荊

・
倒
馬
闘
の
提
督
の
合
併
を
主
張
し
た
。
こ
の
提
案
は
貫
現
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
雨

者
の
粂
任
に
よ
る
嘗
一
該
地
方
の
命
令
系
統
の
一
本
化
が
目
的
で
あ
っ
た
。
提
督
等
を
粂
任
し
た
巡
撫
の
統
兵
擢
は
強
力
で
あ
る
。
粂
任
す
る
と

『
去
偽
策
集
』
・
巻
一
所
牧
「
摘
陳
港
計
民
難

一
帝
か
ら
「
令
」
字
を
大
書
し
た
旗

・
牌
を
下
賜
さ
れ
る
。
高
暦
の
記
事
し
か
示
し
得
な
い
が
、

疏
」
に
、今

、
督

・
撫
・
穂
は
、
朝
廷
授
く
る
に
旗
・
牌
を
以
っ
て
し
、
之
を
し
て
府
を
聞
き
牙
を
建
て
、
節
制
に
違
い
軍
令
を
犯
す
者
は
、
以
っ

て
撞
殺
す
る
を
得
し
む
。
放
に
、
旗
・
牌
の
在
る
所
、
即
ち
天
威
の
在
る
所
な
り
。

と
あ
り
、
旗
・
牌
を
授
輿
さ
れ
る
と
、
皇
帝
の
権
威
を
背
景
に
、
軍
に
封
じ
て
絶
射
的
な
命
令
樺
を
行
使
し
得
た
。
更
に
、
高
恭
「
題
魚
急
陳

山
西
善
後
事
宜
」

(
文
編
・
巻
三
五
二
)
に
、
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款
を
兵
部
に
下
し
、
新
江
・
保
定
の
事
例
に
査
照
し
、
特
に
山
西
の
撫
臣
に
令
旗

・
令
牌
を
俵
さ
ば
、
以
後
、
凡
そ
守
濯
の
官
軍
及
び
腰

援
の
客
兵
に
し
て
、
如
し
、
観
望
し
て
逗
遣
し
、
陣
に
臨
み
て
退
縮
す
る
者
あ
ら
ば
、
旗
・
牌
を
捧
じ
て
事
を
行
う
を
得
て
、
将
士
命
を

用
い
る
に
庶
か
ら
ん
。

と
あ
り
、
少
く
と
も
北
港
で
は
其
の
命
令
擢
は
各
港
軍
の
み
で
な
く
、
鷹
援
の
客
丘
(に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
。
粂
任
の
始
ま
っ
た
景
泰
朝

以
降
、
巡
撫
が
軍
を
統
率
す
る
例
が
現
れ
た
。
『
醇
文
清
先
生
全
集
』
・
巻
三
八
所
牧
「
贈
余
都
御
史
李
公
卒
蟹
序
」
に
、

公
印
ち
諸
軍
を
率
い
て
進
み
、
其
の
地
に
援
る
。
公
地
園
を
観
る
に
、
烏
蒙
・
芭
部
の
二
府
は
諸
蟹
築
の
後
に
嘗
り
、
且
つ
其
の
叛
蟹
と

類
と
魚
す
。
以
っ
て
之
と
結
ぶ
こ
と
有
ら
ざ
る
も
、
蜜
賦
其
の
地
に
A

一品
走
せ
ば
、
絡
に
連
謀
し
て
我
が
敵
と
信
用
ら
ん
。
乃
ち
二
府
の
土
官

に
重
錦
各
の
一
純
を
遣
は
し
、
一
賊
の
後
を
拒
ま
し
め
、
賞
に
其
の
謀
を
解
散
す
。
叉、

一
軍
を
遣
は
し
、
江
口
に
屯
し
て
下
羅
と
鶏
し
、

257 

之
を
聾
援
す
る
を
計
り
、
戎
錆
も
皆
な
丘
(
を
分
ち
、
摘
角
の
勢
を
震
す
。
部
分
己
に
定
ま
り
、
乃
ち
時
間
佐
を
集
め
、
攻
取
の
計
を
議
す
。

皆
な
謂
く
、
公
の
規
董
の
審
密
な
る
こ
と
此
の
如
し
、
賊
己
に
術
中
に
在
り
、
兵
を
以
っ
て
之
を
撃
つ
は
、
易
き
こ
と
擢
枯
位
朽
の
若
き
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の
み
と
。
公
日
く
、
然
ら
ず
、
出
蛍
冠
を
討
つ
は
嘗
に
長
謀
遠
算
を
用
う
ベ
し
、
先
ず
威
信
を
布
き
、
以
っ
て
之
を
招
傑
し
、
向
服
さ
ざ
る

有
ら
ば
、
之
を
訣
し
て
未
だ
晩
か
ら
ず
と
。

と
あ
る
。
景
泰
元
年
、
提
督
粂
巡
撫
四
川
を
命
ぜ
ら
れ
た
李
匡
は
、
自
ら
軍
を
統
率
し
て
百
族
の
叛
凱
鎮
座
に
や
田
り
、
戦
術
・
戦
略
の
決
定
擢

(

お

)

を
も
っ
て
い
た
。

巡
撫
は
提
督
等
と
の
粂
任
に
よ
っ
て
統
兵
穫
を
獲
得
し
権
限
を
機
大
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
乗
任
は
巡
撫
の
軍
務
以
外
の
任
務
に
如
何
な
る

影
響
を
興
え
た
の
か
。
『
盤
絵
雑
集
』

・
巻
二
所
牧
「
請
明
職
掌
以
使
遁
行
事
」
に
、

奨
省
の
銭
糧
を
督
理
し
、
兵
馬
を
操
練
し
、
城
池
を
修
理
し
、
軍
民
を
撫
安
し
、
好
弊
を
禁
革
す
。
是
の
五
つ
は
乃
ち
撫
臣
の
常
識
也
。

:
・
蓋
し
提
督
軍
務
は
巡
撫
と
同
じ
か
ら
ず
、
軍
機
は
密
な
る
を
貴
び
、
大
事
は
宜
し
く
断
ず
ベ
し
。
:
:
:
今
、
既
に
臣
に
付
す
る
に
軍

務
を
以
っ
て
し
、
臣
に
許
す
に
軍
機
に
闘
る
を
以
っ
て
す
。
重
大
な
る
は
軍
法
を
以
っ
て
従
事
せ
し
む
。
則
ち
、
甲
兵
・
銭
穀
の
操
練
・

貨
物
・
貿
遁
の
有
無
・
化
居
は
皆
な
軍
務
也
。
警
報
の
遅
速
、

調
度

敬
蓋

・
畳
塞
の
贋
置

・
増
損
、

街
門
・
官
員
の
更
移

・
去
取
、
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防
守
の
勤
惰
、
刻
期
の
先
後
、
臨
障
の
勇
怯
、
禁
示
の
従
達
は
皆
な
軍
機
也
。
以
っ
て
泉
首
よ
り
決
杖
に
至
る
は
皆
な
軍
法
也
。

と
あ
り
、
巡
撫
新
江
粂
提
督
軍
務
右
副
都
御
史
朱
執
の
主
張
で
は
、
巡
撫
と
提
督
を
品
兼
務
す
れ
ば
、
職
務
の
範
園
を
横
大
す
る
の
み
で
な
く
、

軍
務

・
軍
機
を
庚
く
解
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
の
職
務
も
軍
法
を
以
っ
て
買
施
で
き
る
の
で
あ
り
、

一
段
と
権
限
を
強
化
し
た
と
い
え

る
。
其
の
幾
つ
か
の
任
務
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

第

一に
官
吏
の
逮
捕
権
で
あ
る
。
元
来
、
明
律
の
規
定
で
は
、
府
州
鯨
官
に
罪
が
有
っ

て
も
、
上
官
は
逮
捕
で
き
ず
、
罪
肢
を
奏
聞
す
る
の

み
で
あ
っ
た
。
正
統
六
年
に
至
り
、
快
西
左
布
政
使
郭
竪
の
要
請
に
よ
っ
て
、
都
察
院
・
按
察
使
・
巡
按
御
史
は
、
文
職
五
品
以
上
に
劃
し
て

〈

mm〉

は
従
来
通
り
に
、
奏
聞
し
て
命
を
侠
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
六
品
以
下
の
挙
聞
を
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
が
誠
一
撫
に
も
適
用
さ
れ
た
。
巡
撫

の
任
命
時
の
教
に
は
、
逮
捕
の
可
能
範
圏
が
明
示
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
提
督
等
を
粂
ね
て
い
な
い
巡
撫
に
劃
し
て
は
全
て
文
職
の
五
品
以

上
と
軍
職
の
罪
は
具
奏
し
、
文
職
の
六
品
以
下
は
逮
捕
を
聴
す
と
あ
り
、
軍
官
の
逮
捕
擢
は
な
か
っ
た
。

一
方
、
提
督
は
軍
官
に
劃
し
て
は
、



前
述
の
遁
り
、
軍
法
を
行
使
で
き
た
が
、
文
職
の
逮
捕
擢
は
な
か
っ
た
。
雨
者
を
粂
任
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
武
官
僚
の
逮
捕
が
可
能
に
な
っ

た
。
『
壁
儀
雑
集
』
・
巻
一
玉
音
所
牧
詔
敷
「
南
績
軍
門
」
・
「
新
江
巡
撫
」
に
各
々
、

其
れ
貧
残
・
畏
縮
・
誤
事
の
者
有
ら
ば
、
文
職
の
五
品
以
下
・
武
職
の
三
品
以
下
は
、
径
ち
に
自
ら
寧
問
し
護
落
せ
よ
。

文
職
の
五
品
以
下
、
武
職
の
四
品
以
下
に
し
て
、
如
し
命
を
用
い
ざ
れ
ば
、
躍
に
掌
問
す
べ
き
は
径
ち
に
自
ら
寧
問
し
、
薩
に
参
究
す
べ

き
は
参
究
し
、
事
軍
機
の
重
大
な
る
に
閥
る
も
の
は
、
軍
法
を
以
っ
て
従
事
せ
し
む
，る
を
許
す
。

と
あ
る
。
朱
執
が
嘉
靖
二
五
・
二
六
年
に
、
各
々
、
巡
撫
南
地
執
粂
提
督
軍
務
・
巡
撫
漸
江
乗
提
督
軍
務
に
任
ぜ
ら
れ
た
時
の
も
の
で
あ
り
、
新

江
と
南
教
で
や
や
差
遣
が
あ
る
が
、
巡
撫
粂
提
替
は
軍
官
と
官
僚
の
逮
捕
・
慮
罰
権
を
認
め
ら
れ
た
。

第
二
は
、
官
僚
や
軍
官
に
射
す
る
考
察
の
強
化
で
あ
る
。
地
方
官
の
推
奉
や
弾
劾
は
、
巡
撫
の
設
置
以
来
の
職
務
で
あ
る
が
、
其
の
後
、
著

し
く
強
化
さ
れ
た
。
『
高
文
裏
公
集
』
・
巻
九
所
牧
「
明
事
例
以
定
考
麗
疏
」
で
、
隆
慶
朝
の
吏
部
向
書
高
扶
は
、
吏
部
に
よ
る
地
方
官
の
賭
捗

は
、
全
て
巡
撫
や
巡
按
御
史
の
報
告
に
よ
る
と
指
摘
し
た
。
同
書
・
巻
十
四
所
牧
「
議
慮
都
御
史
臭
時
来
拳
薦
太
濫
疏
」
に
よ
れ
ば
、
隆
慶
二

年
、
巡
撫
贋
東
臭
時
来
が
一
疏
の
中
に
知
府
以
下
五
九
人
の
官
僚
を
推
奉
し
た
例
す
ら
あ
る
。
更
に
彰
淳
「
軍
職
貼
責
」
(
文
編
・
径
九
九
〉
に
、

- 73ー

軍
職
の
賢
否
は
、
在
外
は
撫
按
に
聴
し
、
:
:
:
各
の
買
を
訪
め
て
、
考
語
を
掲
帖
に
填
註
し
て
部
に
迭
り
、
以
っ
て
愚
り
て
推
用
を
勘
酌
す
。

と
あ
り
、
巡
撫
が
地
方
在
任
の
箪
官
の
考
課
に
も
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
巡
撫
の
報
告
が
軍
官
の
人
事
に
大
き
な
影
響
を
輿
え
た
こ

と
を
看
取
で
き
る
。
以
上
の
如
く
、
提
督
等
の
職
を
粂
ね
た
巡
撫
は
、
逮
捕
・
慮
罰
・
考
課
等
を
通
じ
、
官
僚
と
軍
官
に
強
い
統
制
を
加
え
得

た
。
統
兵
権
を
付
輿
さ
れ
て
権
限
を
強
化
し
た
巡
撫
は
、
漫
防
に
関
し
て
も
重
要
な
役
割
を
措
っ
た
が
、
更
に
直
属
の
軍
事
力
を
保
持
す
る
に

至
る
。
次
節
で
、
主
と
し
て
遁
方
に
於
け
る
巡
撫
の
軍
事
力
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

五

巡

撫

と

標

兵
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巡
撫
と
総
兵
官
の
職
掌
に
つ
い
て
、
『
恵
端
粛
公
集
』
所
牧
「
舎
勘
繰
鎮
職
掌
議
」
に
、
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向
来
、
総
丘
(
親
戦
し
て
功
有
れ
ば
、
乃
ち
巡
撫

・
椋
兵
は
奨
行
陸
賞
せ
ら
れ
、

巡
撫
或
い
は
反
っ

て
組
兵
の
上
に
出
ず
。
事
を
債
る
に
至

れ
ば
、

巡
撫

・
総
丘
ハ
は
築
行
謹
罰
せ
ら
れ
、
組
兵
或
い
は
反
っ
て
巡
撫
の
下
に
出
ず
。
此
れ
則
ち
、
賞
罰
初
年
と
異
な
り
、
巡
撫
を
以
つ

て
将
官
と
混
同
す
る
に
致
る
。

と
あ
り
、
隆
慶
朝
で
は
、

巡
撫
は
軍
務
に
お
い
て
も
、
事
貫
上
穂
丘
一
官
と
同
様
の
役
割
を
果
し
て
い
た
。
其
の
巡
撫
の
軍
事
力
の
中
核
が
標
丘
(

で
あ
っ
た
。
標
丘
ハ
の
名
稽
は
、
清
代
で
は
非
常
に
康
範
に
使
わ
れ
た
が
、
明
代
の
史
料
中
に
標
兵
が
頻
出
す
る
の
は
嘉
靖
以
降
で
あ
る
。
明
代

の
標
兵
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

『
穀
城
山
館
文
集
』

・
巻

一
四
所
牧
「
戎
政
軍
門
新
郷
標
兵
営
記
」
に
、

主
帥
の
戯
下
に
は
、
奮
と
親
兵
無
く
、
則
ち
典
を
闘
く
O
i
-
-
-
今
、
九
溢
の
諸
鎖
は
、
皆
な
親
兵
有
り
。
以
っ
て
緩
急
に
備
え
、
以
っ
て

虜
を
逐
い
、
功
を
奏
す
る
に
至
る
。
動
績
赫
突
た
り
。
而
し
て
戎
政
の
大
将
は
、
控
を
抗
い
て
鉱
を
乗
り
、
以
っ
て
十
寓
を
統
べ
る
の
帥

な
る
も
、
濁
り
一
騎
も
自
衛
す
る
無
し
。
此
れ
何
の
法
ぞ
や
。
:
:
:
之
を
人
に
陛
叶
え
れ
ば
、
標
丘
(
は
身
也
、
皆
兵
は
管
と
指
也
。
身
に
し

し
て
幹
を
渡
す
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
幹
は
校
を
渡
す
る
能
わ
ず
。

則
ち
朽
株
也
。

夫
れ
、

京
営
の
丘
一と
九
溢
の
諸
鎮
は

皆
な
其
の
管
・

- 74ー

て
管
を
使
う
能
わ
ざ
れ
ば
、

替
は
指
を
使
う
能
わ
ず
。
則
ち
病
癖
也
。
之
を
木
に
院
叶
え
れ
ば
、
標
丘
ハ
は
本
也
、
営
兵
は
枝
と
幹
也
。
本
に

指
・
枝
・
幹
な
り
。

と
あ
る
。
蔦
暦
一
四
年
、
組
督
京
営
戎
政
が
編
制
し
た
標
兵
に
つ
い
て
の
記
事
だ
が
、
標
兵
は
主
将
自
身
の
護
衡
を
任
務
と
す
る
直
属
部
隊
で

あ
り
、
嘗
時
北
迭
で
は
京
営
に
先
立
っ
て
、
既
に
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
組
丘
一
官
も
標
兵
を
組
織
し
た
が
、
最
も
一
般
的
な

の
は
巡
撫
と
組
督
の
標
丘
ハで
あ
っ
た
。
『
蔵
密
資
集
』

・
巻
二
所
牧
「
懇
乞
聖
明
護
裕
以
寛
加
振
併
殺
詳
議
調
募
園
練
事
宜
以
杜
凱
萌
疏
」
に
、

京
師
の
皆
兵
、
九
寓
人
な
る
べ
き
も
、
内
ち
善
く
戦
う
者
は
、
三
蔦
人
を
得
る
べ
き
の
み
、
:
:
:
更
に
、
各
慮
の
巡
撫
に
激
し
、
標
兵
数

千
を
以
っ
て
入
衛
せ
し
め
ば
、
京
師
守
る
べ
き
也
。

と
あ
り
、
天
啓
元
年
、

工
科
給
事
中
軸
駒
大
中
は
、
京
師
防
衛
の
震
に
巡
撫
の
標
兵
の
動
員
を
提
案
し
た
。
明
末
に
は
、
各
地
の
巡
撫
が
標
兵
を

保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
巡
撫
の
標
兵
は
、
巡
撫
自
身
を
護
衛
す
る
と
共
に
漫
防
に
も
任
じ
た
。
翁
寓
達
「
量
虚
兵
馬
疏
」
(
文
編
・
巻
二
二



四
〉
に
、前

年
、
賊
の
贋
昌
に
入
り
し
如
き
は
、
軍
門
の
提
放
、
僅
か
に
数
百
人
に
し
て
、
覧
に
軍
中
に
馳
入
す
る
能
わ
ず
。
市
し
で
、
去
秋
の
鍛

裏
門
の
役
に
は
、
一
・
二
枝
の
勤
卒
を
し
て
標
下
に
在
ら
し
む
る
有
り
。
其
の
未
だ
遮
れ
ざ
る
に
乗
じ
、
斬
蹴
し
て
功
を
献
ず
。
或
い
は

亦
た
機
禽
あ
ら
ん
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
軍
門
は
巡
撫
り
一
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
巡
撫
の
標
兵
は
賓
戦
に
も
参
加
し
、
漫
防
の
有
数
な
戦
力
で
あ
っ
た
。

『
語
裏
敏
公
遺
集
』

-
巻
五
所
牧
「
分
布
兵
馬
以
慣
秋
防
疏
」
や
戚
縫
光

「
議
分
前
区
魚
十
二
路
設
東
西
協
守
分
統
其
路
建
製
車
皆
配
以
馬
歩

(
文
編
・
巻
三
四
九
〉
に
よ
っ
て
も
、
隆
慶
-
初
に
、
巡
撫
の
標
兵
が
繭
州
や
昌
卒
の
防
衛
に
嘗
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

(

幻

〉

そ
れ
で
は
、
標
兵
の
兵
力
源
は
如
何
な
る
も
の
か
。
衛
所
制
に
よ
る
正
規
の
軍
で
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
前
掲
の
「
量
慮
兵
馬

疏
」
で
、
翁
首
内
達
は
標
丘
(
の
兵
力
源
と
し
て
次
の
も
の
を
邸
宅
け
た
。
即
ち
、
千
戸
よ
り
以
下
、
農
工
人
よ
り
以
上
の
中
か
ら
選
抜
し
た
騎
勇
な

兵
而
合
練
之
」

者
、
草
葬
の
中
の
技
塞
に
優
れ
た
者
、
罪
を
得
て
慶
棄
或
い
は
開
住
と
な
っ
た
軍
官
と
其
の
家
丁
、
逼
事
・
夜
不
牧
の
有
能
な
者
等
で
あ
る
。

(

お

)

此
の
外
、
北
族
も
構
成
要
素
に
入
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
標
兵
は
瞳
制
外
の
人
々
を
も
含
む
、
贋
い
範
圏
か
ら
の
召
募
兵
で
あ
っ
た
。
召
募
の

- 75-

場
所
に
閲
し
て
は
『
北
海
集
』
・
巻
三
四
所
牧
「
魚
人
言
屡
及
臣
病
漸
深
懇
乞
聖
明
僻
准
野
田
以
全
骸
骨
疏
」
に
、

奮
撫
臣
絡
に
去
ら
ん
と
し
、
新
撫
臣
未
だ
貼
せ
ず
。
嘗
客
兵
己
に
撤
し
、
新
標
兵
未
だ
練
せ
ず
。

と
あ
る
。
高
暦
二
八
年
、

巡
撫
遼
東
が
李
植
か
ら
越
揖
に
交
替
す
る
時
の
記
事
で
あ
る
が
、
巡
撫
は
標
丘
ハ
を
帯
同
し
て
赴
任
す
る
の
で
は
な

く
、
駐
劉
地
で
新
た
に
召
募
し
た
と
み
ら
れ
る
。
北
迭
の
例
で
は
、
標
兵
は
、

(
m
m
〉

れ
、
其
の
後
月
糧
や
行
糧
、
更
に
軍
器
も
支
給
さ
れ
、

鷹
募
時
に
軍
装
・
鞍
馬
・
衣
糧
・
什
器
・
銀
五
銭
を
興
え
ら

一
般
の
軍
士
よ
り
も
優
遇
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
『
太
函
集
』
・
巻
八
八
所
牧
「
繭
鎮

善
後
事
宜
疏
」
に
は
、

若
し
諸
路
に
失
有
り
て
、
罪
各
経
由
に
在
る
も
、

而
し
て
督

・
撫
の
標
兵
は
罰
を
受
け
ず
。
蓋
工
並
び
興
り
、
大
衆
畢
な
稜
せ
ら
る
も
、
而
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し
て
督
・
撫
の
標
兵
は
工
を
受
け
ず
J
:
:
:
此
の
輩
、

自
ら
親
附
を
挟
み
、

属
惰
相
成
し
、

居
常
は
則
ち
拘
束
を
違
え
て
、

甲
兵
を
棄
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て
、
事
に
遇
え
ば
則
ち
難
難
を
避
け
、
便
利
を
捧
ぶ
。

と
あ
り
、
前
鎮
の
標
丘
(が
巡
撫
や
総
督
の
勢
威
を
背
景
に
、
優
遇
さ
れ
て
工
役
に
も
動
員
さ
れ
ず
、
購
惰
で
あ
っ
た
と
共
に
、
標
丘
ハは
巡
撫
や

総
督
の
私
兵
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

(

m
剖

)

過
方
巡
撫
の
保
持
し
た
標
丘
(
の
数
は
、
少
な
く
て
五
百
J
七
百
、
多
い
場
合
に
は
千
人
を
越
え
た
。
こ
の
兵
力
は
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え

:
、
:

φ
μ
L
・刀

『
穀
城
山
館
文
集
』

・
巻
四

O
所
牧
「
練
兵
議
」
に

今

一
線
兵
の
部
す
る
所
は
乃
ち
三
千
耳
。
是
れ

一
指
揮
の
任
に
一
穂
兵
を
設
け
る
と
震
す
。

と
あ
り
、
嘉
靖
以
来
、
多
数
の
軍
官
が
添
設
さ
れ
た
結
果
、
軍
官
の
軍
士
に
劃
す
る
比
率
が
高
く
な
り
、
組
兵
官
磨
下
の
兵
力
も
少
な
く
な
っ

て
お
り
、
巡
撫
の
標
兵
教
は
相
針
的
に
は
少
な
く
な
い
。
し
か
も
、
呉
時
来
「
目
撃
時
服
部
乞
破
常
格
責
貫
数
以
安
浸
禦
虜
保
大
業
疏
」
(
文
縞
・

径
三
八
四
〉
に
、

と
あ
る
よ
う
に
、
総
督
や
巡
撫
の
兵
は
、

城
山
館
文
集
』

・
巻

一
四
所
牧
「
戎
政
軍
門
新
船
標
兵
営
記
」
と
徐
宗
溶

「
及
時
議
修
内
政
治
貫
政
事
疏
」
(
文
編

・
巻
四
四
七
)
が
詳
し
い
。
前

一
般
的
に
練
兵
官
や
参
将
の
兵
よ
り
も
精
鋭
で
あ
っ
た
。
標
兵
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
穀
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該
鎮
の
兵
、
其
の
強
壮
な
る
者
は
、
必
ず
先
ず
組
督
に
量
ま
り
、
次
は
巡
撫
、
次
は
兵
備
、
次
は
穂
兵
、
次
は
参
・
遊
な
り
。

者
は
巡
撫
で
は
な
く
、
総
督
京
経
由
戎
政
の
標
丘
(
で
あ
り
、
兵
力
も
三
千
人
に
達
す
る
が
、

よ
り
詳
細
な
の
で
こ
れ
に
よ
っ
て
示
す
。
最
小
単
位

一
段
二
五
人
か
ら
な
り
、
内
需
け
は
長
槍
五
人

・
藤
牌
四
人
・
虎
戟
四
人
・
鈎
鍛
二
人

・
鳥
銃
八
人

・
知
書
二
人
で
あ
る
。
知
書
は

隊
内
の
丘
(
の
姓
名
を
把
握
し
事
務
を
司
っ
た
。
四

O
除
の
馬
軍

・
八

O
陵
の
歩
軍
は
二
分
さ
れ
、
主
将
の
腹
心
で
あ
る
左
右
の
標
絡
に
統
率
さ

は
隊
で

れ
た
。
巡
撫
の
場
合
、
開
住
や
腔
棄
の
軍
官
を
起
用
し
て
標
賂
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

巡
撫
は
既
に
、
提
督
軍
務
等
の
職
を
品
兼
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
兵
権
を
獲
得
し
た
が
、
嘉
靖
以
降
は
直
属
の
標
兵
を
も
保
持
し
、
軍
事
的

権
限
を
更
に
強
化
し
た
。

か
か
る
巡
撫
と
組
丘
(
官
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

主
崇
古
「
映
西
四
鎮
軍
務
事
宜
疏
」
(
文
編
・
萱
ニ

一
九
)
に
、



必
ず
須
く
各
鎮
の
撫
臣
に
旗
・
牌
を
頒
賜
し
、
組
兵
と
曾
同
し
て
、

軍
務
を
提
督
す
る
を
得
し
む
べ
し
。
:
:
:
標
下
の
官
軍
令
に
違
え

ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
斬
り
、
以
っ
て
掬
す
。
組
兵
官
、
姑
息
玩
備
に
し
て
法
令
行
は
れ
ざ
れ
ば
、
撫
臣
の
糾
正
参
治
す
る
を
聴
す
。
且
つ

撫
臣
は
各
の
以
っ
て
憲
職
な
り
。
卒
時
に
は
嘗
に
風
裁
を
属
し
、
軍
に
臨
め
ば
必
ず
機
略
を
審
か
に
す
べ
し
。
進
止
の
緩
急
・
戟
守
の
奇

正

、

督

察

し

て

爽

う

こ

と

無

く

、

慢

す

に

朝

廷

の

威

令

を

以

っ

て

せ

ば

、

将

士

は

自

ら

嘗

に

畏

偉

し

能
く
調
度
し
て
方
有
ら
し
め
ば
、

て
、
敢
え
て
玩
悔
せ
ず
、
自
ら
刑
裁
に
甘
ん
ず
ベ
し
。

と
あ
る
が
、
こ
の
要
請
が
承
認
さ
れ
た
の
を
確
認
で
き
る
の
で
、
隆
慶
朝
の
北
過
で
は
、
巡
撫
は
提
督
と
し
て
の
統
兵
擢
と
都
御
史
と
し
て
の

糾
察
の
権
限
を
併
せ
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
軍
法
を
以
っ
て
麗
下
の
軍
を
統
制
す
る
と
共
に
、
穂
兵
官
を
糾
察
で
き
た
。
提
督
軍
務
粂
巡
撫
都
御

史
が
、
絶
兵
官
以
下
の
軍
官
を
統
制
し
得
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
遺
方
の
軍
務
は
巡
撫
を
始
め
と
す
る
官
僚
の
手
に
関
し
た
。

戚
縫
光
「
請
重
勝
擢
盆
客
兵
以
援
闘
疏
」
〈
文
編
・
巻
三
四
六
〉
や
楊
博
「
覆
山
西
撫
按
官
陳
議
等
増
置
三
閲
兵
賂
疏
」
(
文
編
・
巻
二
七
四
)
に
よ

一
切
の
軍
情
に
つ
い
て
の
報
告
や
提
案
は
、
巡
撫
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
兵
部
で
検
討
を
加
え
、
廟
謀
で
決
定
し
巡
撫
に
命
令
が
下
さ
れ

れ
ば
、
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た
。
軍
官
は
全
く
走
狗
の
如
く
顕
便
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
造
方
に
於
い
て
は
、
巡
撫
は
従
来
の
、
軍
糧
の
管
理
・
財
務
・
民
政
・
監

察
の
職
務
に
加
え
、
直
属
の
標
兵
を
保
持
し
、
漫
軍
全
韓
を
統
制
し
た
の
で
あ
り
、
巡
撫
の
一
鎮
支
配
が
賓
現
し
た
と
い
え
よ
う
。

お

わ

り

常
駐
の
地
方
長
官
と
し
て
の
巡
撫
制
の
起
源
は
、
宣
徳
朝
に
お
け
る
巡
撫
侍
郎
の
涯
遣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
職
務
の
内
容
か
ら
み
れ
ば
、

明
代
中
期
以
降
に
直
結
す
る
巡
撫
制
は
、
景
泰
朝
に
成
立
し
た
と
い
え
る
。
正
統
朝
以
降
、
都
御
史
が
巡
撫
に
任
ぜ
ら
れ
る
傾
向
が
非
常
に
強

ま
っ
た
が
、
其
の
基
本
的
な
職
務
は
、
財
務
・
民
政
・
監
察
に
あ
り
、
加
え
て
軍
糧
の
管
理
を
主
と
す
る
軍
務
を
も
任
と
し
て
い
た
。

巡
撫
以
外
に
も
、
主
に
漫
境
地
帯
に
、
提
督
軍
務
・
参
賛
軍
務
・
賛
理
軍
務
・
協
賛
軍
務
・
鎮
守
等
の
都
御
史
が
涯
遣
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も

提
督
軍
務
都
御
史
は
、
職
務
の
範
圏
は
軍
務
に
限
定
さ
れ
た
が
、
作
戦
・
用
兵
に
つ
い
て
も
大
き
な
権
限
を
輿
え
ら
れ
て
い
た
。
土
木
の
饗
後

一方、
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の
危
機
的
肱
況
の
下
で
、
北
溢
と
西
南
迭
で
は
雨
者
が
合
併
し
、
強
力
な
軍
事
的
権
限
を
も
っ
巡
撫
が
現
れ
た
。
天
順
初
に
、
巡
撫
は
一
日
一
革

去
さ
れ
、
復
置
さ
れ
た
巡
撫
は
提
督
軍
務
等
の
職
を
帯
び
て
い
な
か
っ
た
が
、
成
化
朝
以
降
徐
々
に
粂
任
が
復
活
し
、
嘉
靖
か
ら
蔦
暦
に
か
け

て
の
時
期
に
は
、
過
方
巡
撫
の
み
で
な
く
、
内
地
巡
撫
も
悉
く
提
督
軍
務
や
賛
理
軍
務
を
粂
務
す
る
に
至
っ
た
。
中
で
も
溢
方
巡
撫
の
軍
事
的

権
限
は
強
力
で
、
財
務

・
民
政

・
監
察
の
権
限
と
併
せ
、
謹
銭
の
貫
権
を
掌
握
し
た
。
つ
ま
り
、
明
代
中
期
か
ら
清
代
を
通
じ
て
の
巡
撫
制
の

起
源
は
、
景
泰
朝
の
遜
方
巡
撫
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
巡
撫
の
選
任
過
程
や
執
務
形
態
、
公
費
や
家
族
の
待

準
備
中
で
あ
る
。

遇
、
交
替
の
方
法
、
組
督
や
巡
按
と
の
関
係
、
更
に
内
地
巡
撫
の
標
兵
等
に
つ
い
て
論
及
す
る
徐
裕
か
な
か
っ
た
。
此
等
に
つ
い
て
は
別
稿
を

註(
1
〉
浅
井
虎
夫
「
総
督
巡
撫
粂
御
史
考
」

一
五
年
)
。

(
2
〉
栗
林
宣
夫
「
明
代
の
巡
撫
の
成
立
に
就
て
」

九
四
二
年
)
。

〈
3
)

小
川
向
「
明
代
の
巡
按
御
史
に
つ
い
て
」
(
明
代
史
研
究
四
鋭
、

九
七
六
年
〉
。

(

4

)

皇
明
経
世
文
編
(
以
下、

文
編
と
略
記
す
る
〉
・
巻
三
三
四
、
王
世

貞
「
都
察
院
左
右
都
御
史
表
序
」。

(
5
〉
明
寅
録
・
正
統
一
四
年
六
月
己
巳
の
候
。

(
6
〉
明
貫
録
・
景
車
検
四
年
五
月
笑
未
の
候
。

(
7
〉
明
貫
録

・
景
泰
四
年
八
月
壬
子

・
天
順
元
年
正
月
戊
子
の
像
。

(

8

)

明
資
鋒

・
景
泰
五
年
六
月
丁
酉
の
保
。

(

9

)

明
貫
録

・
天
順
元
年
正
月
戊
子

・
辛
卯
・
甲
午
の
係
。

(
史
皐
雑
誌
一
五
|
七
、
一
九

(
史
潮

二

i
三
、
一

(

ω

)

明
貫
録

・
天
順
元
年
二
月
庚
子
・
己
主
の
篠
。

(
日
)
拙
稿
「
曹
欽
の
飢
の
一
考
察
」
(
北
大
史
皐
一
七
鋭
、

年)。

〈
ロ
)
明
貧
録

・
天
順
元
年
三
月
戊
子

・二
年
間
二
月
甲
子
の
候
。

(
刊
日
)
明
貫
録

・
天
順
元
年
二
月
丙
辰
・
二
一
月
葵
卯
・
五
月
号
亥
一
朔

・二

年
七
月
美
巳
の
候
。

(

M

)

明
寅
録

・天
順
二
年
八
月
己
卯

・三
年
八
月
笑
酉

・
四
年
三
月
乙
酉

の
僚
。

(
日
)
地
方
官
に
削
到
す
る
不
時
の
翠
劾
は
、
巡
撫
の
設
置
嘗
初
か
ら
の
主
要

任
務
の

一
つ
で
あ
っ
た
が
、
定
期
的
な
考
察
の
権
限
を
付
輿
さ
れ
た
の

は
正
統
六
年
以
降
で
あ
る
。
し
か
し
、
巡
撫
に
よ
る
考
察
は
、
康
成
に

亙
る
の
で
調
査
が
充
分
で
な
い
と
い
う
憾
み
も
あ
っ
た
。
明
貫
録

・
景

泰
三
年
一

O
月
庚
成
の
太
僕
寺
少
卿
糞
仕
慌
の
上
奏
に
よ
れ
ば
、
巡
撫

- 78ー

一
九
七
七
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の
各
地
域
に
於
け
る
調
査
は
短
時
聞
で
、
多
く
の
場
合
、
里
老
の
呈
設

に
怒
っ
て
、
官
吏
の
去
留
を
決
す
る
の
で
、
地
方
官
は
考
察
の
時
に

は
、
酒
席
を
設
け
て
里
老
に
泣
訴
し
、
金
自
巾
を
贈
っ
て
留
任
を
園
り
、

其
の
結
果
、
康
正
の
官
史
は
か
え
っ
て
認
陥
さ
れ
、
里
老
・
無
籍
の
ヨ

民
に
制
せ
ら
れ
た
と
い
う
。

(
叩
山
)
遼
東
や
山
西
に
は
、
永
笑
朝
以
来
、
内
臣
が
配
置
さ
れ
て
い
た
が
張

耕
「
遜
成
法
草
弊
政
以
培
図
肱
事
」
(
文
編
・
巻
二
九
二
〉
に
よ
れ
ば
、

銀
守
内
臣
が
定
制
化
し
た
の
は
景
泰
朝
で
あ
っ
た
。
土
木
の
愛
後
の
治

安
の
悪
化
を
背
景
に
、
巡
撫
の
増
振
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
各
地
に
内

臣
が
波
遣
さ
れ
た
。
し
か
も
、
明
貫
録
・
天
順
元
年
正
月
甲
午
の
僚
に

よ
れ
ば
、
江
西
道
監
察
御
史
買
陪
が
鎮
守
内
臣
の
眼
随
や
家
人
が
軍
民

を
酷
虐
す
る
弊
を
指
摘
し
、
巡
撫
と
共
に
革
去
す
る
こ
と
を
主
張
し
た

が
、
一
帝
は
承
認
せ
ず
、
巡
撫
の
革
去
後
も
鎮
守
内
臣
の
み
は
維
持
さ
れ

た。

(
げ
)
明
寅
録
・
正
統
一
四
年
九
月
壬
寅
の
候
。

(
叩
同
)
王
紘
・
孫
鮮
・
医
信
は
、
提
督
守
備
の
名
穏
で
あ
っ
た
が
、
提
督
軍

務
と
任
務
・
権
限
は
同
じ
で
あ
る
。

(

m

M

)

明
質
録
・
景
泰
二
年
二
月
戊
申
・
三
年
六
月
戊
子
・
四
年
一

O
月

辛
丑
・
六
年
三
月
丁
巳
の
候
。

(
加
〉
正
統
九
年
か
ら
一
一
年
に
在
任
し
た
羅
絡
は
、
監
察
御
史
で
就
任

し
、
在
任
中
に
大
理
寺
右
寺
丞
と
な
っ
た
。

(
幻
〉
明
貫
録
・
正
統
四
年
間
二
月
庚
子
・
一

O
年
二
月
庚
戊
・
七
月
笑

酉
・
二
年
六
月
戊
申
・
七
月
戊
子
の
係
。

(
幻
)
葉
盛
「
軍
務
疏
」
(
文
編
・
巻
五
九
〉
。

(
お
)
明
貫
録
・
正
統
一
一
年
四
月
壬
寅
の
篠
。

(
引
品
〉
明
寅
録
・
景
泰
四
年
一
一
月
庚
辰
・
一

O
月
辛
丑
・
六
年
二
月
甲
申

の
係
。

〈
お
〉
提
督
粂
巡
撫
に
代
表
さ
れ
る
官
僚
の
急
激
な
用
兵
面
へ
の
関
輿
は
、

総
兵
官
や
鎮
守
内
臣
と
の
封
立
を
招
き
、
軍
の
運
用
や
統
率
を
廻
っ
て

三
巴
の
抗
争
が
頻
裂
し
た
。
前
述
し
た
大
同
の
提
督
年
富
と
総
兵
官
郭

登
の
劉
立
は
、
其
の
後
、
鎮
守
太
監
陳
公
・
守
備
大
同
西
路
左
少
監
奪

力
関
も
加
わ
り
許
奏
を
繰
り
返
し
た
。
叉
、
宣
府
で
も
景
泰
三
年
か
ら

七
年
に
至
る
迄
、
提
督
李
乗
と
樹
脂
兵
官
右
都
督
紀
庚
・
都
督
念
事
過

奥
・
副
総
兵
都
督
楊
能
ら
の
武
臣
ゃ
、
守
備
濁
石
内
陸
弓
勝
ら
が
激
し

く
抗
争
し
、
命
令
系
統
の
分
裂
が
懸
念
さ
れ
、
調
査
の
震
に
御
史
練

綱
・
兵
科
給
事
中
巌
誠
が
急
波
さ
れ
た
程
で
あ
っ
た
。
此
の
外
、
景
泰

元
年
の
寧
夏
線
丘
(
官
都
督
同
知
張
泰
と
鎮
守
太
監
来
一
隔
、
同
一
一
一
年
の
巡

撫
湖
康
李
賓
と
鎮
守
太
監
薬
還
・
陳
盤
、
同
年
の
提
督
粂
巡
撫
四
川
李

匡
と
鎮
守
奉
御
陳
滑
、
同
五
年
の
庚
西
線
兵
官
安
遠
侯
柳
湾
と
総
督
馬

昂
、
同
六
年
の
鎮
守
腐
門
関
署
都
督
余
事
陳
友
と
奉
御
庇
談
、
同
五
年

か
ら
天
順
二
年
に
亙
る
巡
撫
庚
東
掲
稽
と
副
総
兵
翁
信
等
の
抗
争
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
成
化
朝
に
入
り
抗
争
の
例
は
少
な
く
な
っ
た
。
馬
文

升
「
魚
経
暑
近
京
迭
備
以
噛
郎
防
虜
患
事
疏
」
(
文
編
・
巻
六
四
)
に
よ

れ
ば
、
成
化
朝
の
繭
州
で
は
、
総
兵
官
・
巡
撫
都
御
史
・
鎮
守
内
匡

が
、
各
々
一
城
に
在
っ
て
兵
馬
を
分
統
し
た
と
い
う
。
一
一
一
者
の
関
係
が

一
腹
の
均
衡
に
還
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
『
察
陽
王
裏
敏
公
集
』
・
巻
一

所
牧
「
栢
油
川
捷
一
音
疏
」
・
「
紅
盤
池
捷
一
音
疏
」
に
よ
れ
ば
、
成
化
八
・

九
年
に
、
延
緩
や
寧
夏
で
は
、
線
丘
(
官
・
鎮
守
内
臣
・
巡
撫
都
御
史
が

呼
幅
四
し
て
出
動
し
て
お
り
、
鼎
立
し
て
迭
防
に
蛍
る
陸
制
が
成
立
し
た

と
み
ら
れ
る
。
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(

M

m
〉

(

幻

〉

〈
お
)

〈

鈎

)

明
貧
録
・
正
統
六
年
正
月
甲
子
・
二
一
年
九
月
庚
寅
朔
の
候
。

挑
希
孟

「代
嘗
事
候
奏
地
方
刺
弊
」
(
文
編

・
巻
五

O
一
)。

徐
宗
溶

「
及
時
議
修
内
政
治
賀
政
事
疏
」
(
文
編

・
径
四
四
七
)
。

翁
高
速

「
量
廃
丘
(
馬
疏
」
(
文
編

・
巻
二
二
四
)
、
誇
給
「
係
議
戚
縫

光
言
兵
事
疏
」
(
文
編
・
巻
一
一一一一一

一
)
、
李
化
龍

「摘
陳
遼
左
緊
要
事
宜

疏
」
(
文
編

・
各
四
二
二
)
。

(
鈎
)
王
山
間
前
古

「
快
西
四
銀
軍
務
疏
」
(
文
編

・
巻
一
三
九
)
、
翁
蔦
達

「
且亙

慮
丘
(
馬
疏
」
(
文
編

・
巻
二
二
四
〉
。

内

υ。。



THE CHANGES OF THE GRAND COORDINATOR 巡撫

　　　　　

SYSTEM DURING MING DYNASTY

Okuyama Norio

　　

This essay will investigate the　changes　of　the　grand　coordinator

(ｘｕｎｆｕ巡撫) system during the Ming dynasty, focusing on the increase

in military power.　It was not until the appearance ｏｉｘｕnfｕｓｈｉｌａｎｇ巡

撫侍郎in the χuande 宣徳era that ｘｕnfｕ became resident local ０伍cials.

After the Zhengtong 正統era, censors-in･chief (ｄｕｙｕｓhi都御史) were

often appointed Ｊｚぴびu. Their basic function consisted of finance, civil

administration and supervision. Additionally, they managed military affairs

especially army provisions. ０ｎ the other hand, exceptエ観,fｗ，　ｄｕ＼

which were titled tidｕjｕｍｕｕ提督軍務， ｃａｎｚａｎｉｉｉｍむｕ參質軍務ｚanlii皿てむ１£

賀理軍務，こｎｅｚａｎｊｕｎｗｕ協賛軍務, zhenshou il守, etc. were chiefly dispatched

to the frontier. Ｔｉｄｕjｕｒｖｗｕ-ｄｕｙｕｓhi提督軍務都御史, who typified them, not

only handled military affairs, but also were given strong power of strategy.

Under the emergency after 1449, there　appeared エｕnfｕｄｕｙｕｓhi巡撫都御

史which had all the stronger power because of the mergence with the

tidｕ提督on the northern and southern frontiers. Afterwards,エｕｎｆｕ.

concurrently holding the post of Zz‘du, gradually increased in number,

with temporary alternation. During the Jiajing 嘉靖and the Wangli 萬暦

era, not only frontieｒ-ｘtｔイｕbut also interior-ｴｌ皿印 came to hold the

post of tid司皿ｌむｕ or ｚanli　iｕｎｗ征concurrently. Specially honiieT-xunfu,

with the power of finance, civil administration and supervision, commanded

parade guards directly, and controlled officers including regional comman-

ders (ｚｏｎｇｈｉｎｇｇ皿71總兵官). Judging from thier function,エtｍ和 originated

from frontier-ｘｕnfiパｎ the Jingtai 景泰era.
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